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公
表
さ
れ
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法
律
草
案
で
あ
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。

　
こ
の
第
三
次
草
案
は
、
現
在
の
西
ド
イ
ッ
型
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
に

本
質
的
に
承
継
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
担
当
官
に
よ
る
第

一
次
草
案
（
一
九
七
一
年
八
月
一
九
日
）
及
び
第
二
次
草
案
（
一
九
七
二
年
一

月
二
〇
日
）
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
二
段
階
税
率
に
よ
る
法
人
税
株
主
帰

属
方
式
が
あ
ら
た
に
採
用
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
第
三
次
草
案
に
つ
い
て
簡
略
な
解
説
を
加
え
る
こ
と
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と
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1976年ドィツ法人税法草案

第
一
　
二
段
階
税
率
に
よ
る
法
人
税
全
額
株
主
帰
属
方
式

　
こ
の
方
式
は
、
修
正
方
式
（
冒
＆
5
N
響
奮
く
巽
富
ぼ
。
昌
）
又
は
コ
ン
ビ
ネ

ー
シ
ョ
ン
方
式
（
蓉
昌
三
畳
＄
＞
母
9
ぎ
彗
膿
く
霞
壁
訂
聲
）
と
も
呼
ば
れ

て
い
る
。
法
人
段
階
に
お
け
る
税
率
を
二
段
階
に
改
め
る
点
で
一
律
法
人

税
率
に
よ
る
法
人
税
全
額
株
主
帰
属
方
式
を
修
正
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る

い
は
当
時
の
二
段
階
税
率
か
ら
な
る
法
人
課
税
方
式
と
法
人
税
株
主
帰
属

方
式
と
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
呼
称
さ

れ
て
い
る
。

　
こ
の
方
式
の
骨
子
は
次
の
四
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
未
配
当
利
益
に
対
し
て
は
税
率
を
五
六
％
と
す
る
。

　
二
　
配
当
利
益
（
配
当
に
充
て
ら
れ
た
準
備
金
を
含
む
．
）
に
対
し
て
は
税

　
　
率
を
三
六
％
と
す
る
。

　
三
　
配
当
に
対
し
納
付
さ
れ
る
三
六
％
の
法
人
税
を
国
内
株
主
の
所
得

　
　
税
債
務
（
又
は
法
人
税
債
務
）
と
完
全
に
相
殺
す
る
。

　
四
　
国
内
税
法
及
び
国
際
税
法
に
よ
り
今
後
も
資
本
収
益
税
を
徴
収
す

　
　
る
。

　
配
当
に
当
り
物
的
会
社
の
配
当
利
益
に
課
せ
ら
れ
る
法
人
税
は
そ
の
全

額
に
つ
き
持
分
権
者
の
課
税
所
得
の
計
算
上
加
算
さ
れ
、
さ
ら
に
算
出
さ

れ
た
税
額
（
所
得
税
額
又
は
法
人
税
額
）
と
相
殺
す
る
。
こ
の
よ
う
に
コ
ン
ピ

ネ
ー
シ
ョ
ン
方
式
も
又
ひ
と
つ
の
法
人
税
全
額
株
主
帰
属
方
式
で
あ
る
。

た
だ
、
留
保
利
益
は
ま
ず
五
六
％
の
税
率
を
も
っ
て
課
税
さ
れ
る
が
、
こ

れ
が
配
当
時
に
は
三
六
％
の
税
負
担
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
点
に
、
二
段
階

税
率
方
式
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
物
的
会
社
が
個
人
の
持
分
権
者
に
利
益
を
配
当
す
る
場
合
、
そ
の
税
負

担
は
次
の
設
例
（
表
1
）
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
た
だ
し
．

準
備
金
を
配
当
利
益
に
充
て
な
い
も
の
と
す
る
）
。

　
こ
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
方
式
に
よ
る
と
，
三
六
％
を
こ
え
る
所
得
税

率
に
あ
る
持
分
権
者
は
、
そ
の
配
当
所
得
（
粗
配
当
）
に
つ
い
て
、
資
本
収

益
税
の
形
で
あ
れ
、
さ
ら
に
後
払
税
の
形
で
あ
れ
、
所
得
税
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
二
（
ω
O
＋
一
。
旺
㎝
N
）
％
を
こ
え
る
所
得
税
率
に
あ

る
持
分
権
者
が
、
固
有
の
意
味
で
の
所
得
税
を
後
払
税
の
形
で
納
付
す
る

の
で
あ
る
。
資
本
収
益
税
は
、
一
律
法
人
税
率
に
よ
る
法
人
税
全
額
株
主

帰
属
方
式
に
お
い
て
所
得
税
の
前
払
い
と
み
な
さ
れ
う
る
法
人
税
の
機
能

の
叫
部
分
を
果
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
人
税
負
担
と
資
本
収
益
税
負

担
と
の
合
計
額
に
つ
い
て
、
そ
の
全
額
に
相
当
す
る
税
額
控
除
権
が
成
立

す
る
。
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
方
式
が
税
額
控
除
権
の
成
立
要
素
と
し
て
法

人
税
と
資
本
収
益
税
と
を
分
離
し
た
理
由
は
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、

外
国
株
主
の
処
遇
に
求
め
ら
れ
る
。

　
最
後
に
．
コ
ン
ピ
ネ
ー
シ
ョ
ン
方
式
が
留
保
利
益
に
対
す
る
法
人
税
率

と
配
当
利
益
に
対
す
る
法
人
税
率
と
の
関
係
を
五
六
対
三
六
に
設
定
し
た

理
由
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
国
が
近
時
締
結
し
た

大
部
分
の
二
重
課
税
防
止
条
約
に
お
い
て
、
外
国
親
会
社
に
対
す
る
配
当

に
つ
い
て
の
資
本
収
益
税
は
、
西
ド
イ
ッ
に
お
い
て
留
保
利
益
に
対
す
る

法
人
税
率
と
配
当
利
益
に
対
す
る
法
人
税
率
と
の
差
額
が
二
〇
ポ
イ
ン
ト

以
上
で
あ
る
場
合
に
限
っ
て
、
二
五
％
に
設
定
し
う
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
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る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
た
め
、
法
人
税
の
基
準
税
率
を
五
六
％
に

固
定
す
れ
ば
、
半
ば
自
動
的
に
配
当
税
率
は
三
六
％
に
設
定
さ
れ
る
．
言

表1　第三次草案型法人税株主帰属方式（配当性向を100％とする）

い
換
え
る
と
、
資
本
収
益
税
は
、

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1　会社段階における課税

1　法人税込みの利益　　　　　　　　　　　　　100

2　法人税（36％）　　　　　　　　　　　　　　一36

3　配当しうる金額　　　　　　　　　　　　　　　　64

4　資本収益税（13×0．25）　　　　　　　　　　一16

5　現金配当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48

100

－36

　64

－16

　48

II持分権者段階における課税　　　　　　　　　持分権者A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税率30％

持分権者B
税率56％

　　1　課税所得（a＋b）　　　　　　　　　　　　　100

　　　a）その他課税所得（0と仮定）　　　　　　　　O

　　　b）粗配当（イ＋ロ＋ハ）　　　　　　　　　　100

　　　　イ）現金配当　　　　　　　　　　　　48

　　　　ロ）資本収益税　　　　　　　　　　　16

　　　　ハ）法人税（税額控除権）　　　　　　36
’””。’”’”一－－騨一一“’””一一一一一一一一一一…一一一一一一一一一一一一一一一一十一一一
　　2　所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　一30

　　3　資本収益税　　　　　　　　　　　　　　　　＋16

　　4　法人税（税額控除権）　　　　　　　　　　　　＋36

　　5　還付請求権又は後払税　　　　　　　　　　　　22
一一一一一一一一一一一一。一一一一一一一一一一＿一＿一一＿＿＿＿＿＿一一一，＿一＿＿＿＿＿一一。＿一一＿一一一＿一一葡＿㌧＿＿＿＿

　　6　純配当（IIlbイ＋H5）　　　　　　　　　　　　70

100

－56

十16

十36

－4

　44

；
；
：
所
1
得
1
の
1
計
：
算
：
l
l
租
1
税
1
の
1
納
8
1
付
9
1
増
資
1
　
産
1
加 の

III利益に対する総税負担（12＋14＋II5）　　　30 56 8
蓼

第
二
　
調
整
税

二
重
課
税
防
止
条
約
を
改
め
ず
に
、

維

　
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
方
式
で
は
、
配
当
利
益
は
常
に
三
六
％
の

税
率
で
課
税
さ
れ
、
調
整
税
は
形
式
上
存
し
な
い
．
五
六
％
の
法

人
税
を
課
さ
れ
た
利
益
が
配
当
に
充
て
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
配
当

さ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
租
税
は
三
六
％
に
引
下
げ
ら
れ
る
。
三
六

％
未
満
の
税
率
で
課
税
さ
れ
て
い
た
利
益
が
利
益
配
当
に
充
て
ら

れ
る
揚
合
、
三
六
％
へ
の
引
上
げ
が
行
な
わ
れ
る
。

　
こ
の
ル
ー
ル
は
、
会
社
法
上
の
決
議
に
基
づ
く
利
益
配
当
に
も
、

隠
れ
た
利
益
配
当
に
も
適
用
さ
れ
る
．
法
人
税
負
担
の
引
下
げ
な

い
し
引
上
げ
は
、
会
社
法
上
の
決
議
に
基
づ
く
配
当
に
つ
い
て
は

そ
の
決
議
の
な
さ
れ
る
査
定
期
間
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
、
隠
れ
た

利
益
配
当
に
つ
い
て
は
配
当
が
実
際
に
行
な
わ
れ
た
査
定
期
間
に

っ
い
て
行
な
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
法
人
税
の
引
上
げ
な
い
し
引
下
げ
の
方
式
は
、
調
整
税

を
特
別
に
徴
収
す
る
こ
と
を
不
用
と
す
る
．
し
か
し
、
実
質
的
に

み
れ
ぽ
、
例
え
ぽ
、
課
税
を
う
け
な
か
っ
た
利
益
が
配
当
に
充
て

ら
れ
、
配
当
税
率
三
六
％
で
も
っ
て
課
税
さ
れ
る
場
合
、
法
人
税
の

引
上
げ
（
配
当
税
率
三
六
％
の
場
合
9
一
1
6
）
は
、
一
律
法
人
税
率
に

よ
る
法
人
税
株
主
帰
属
方
式
に
お
け
る
調
整
税
（
法
人
税
率
五
六
％

の
場
合
1
4
一
1
1
）
に
相
当
す
る
。
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表2　外国持分権者が適格資本参加するドイツ資本会社利益

　　　配当に関する第三次草案型法人税株主帰属方式

1　内国会社段階における課税

1　法人税込みの利益 100

2　法人税（36％） 一36

3　配当しうる金額 64

4　資本収益税（13×0．25） 一16

5　現金配当 48

II　外国持分権者段階における税負担

1　課税所得（a＋b） 48

a）その他課税所得（0と仮定） 0
b）粗配当（イ＋ロ＋ハ） 48

イ）現金配当 48

ロ）資本収益税 0
ハ）法人税 0

－　一　騨　一一　〇　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　禰　一　一　一　一　一　一　一　一　曹　曽一　一　一　一甲　一一一一一一一　臼一　噂　一　一　一　一　一　冒曹

2

m　利益に対する総税負担（12＋14） 52

第
三
　
国
際
関
係
の
諸
間
題

1
　
外
国
持
分
権
者
に
対
す
る
ド
イ
ッ
物
的
会
社
の
利
益
配
当

　
ふ
た
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
、
一
律
法
人
税
率
に
よ
る
法
人
税
株
主
帰
属
方

式
と
同
様
に
、
区
別
さ
れ
る
。

イ
　
適
格
資
本
参
加
の
物
的
会
社
は
、
第
二
次
担
当
官
草
案
に
よ
れ
ぽ
、

法
人
税
株
主
帰
属
方
式
か
ら
完
全
に
除
外
さ
れ
て
い
た
。
更
に
、
代
替
案

に
よ
れ
ば
、
国
際
的
な
負
担
水
準
で
あ
る
五
〇
％
の
法
人
税
率
に
な
る
よ

う
に
、
ド
イ
ッ
法
人
税
を
六
ポ
イ
ン
ト
だ
け
一
方
的
に
還
付
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
．
他
方
、
コ
ソ
ピ
ネ
ー
シ
ョ
ン
方
式
に
お
い
て
は
こ
の

グ
ル
ー
プ
の
持
分
権
者
は
次
の
設
例
（
表
2
）
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
右
の
数
値
を
採
用
す
る
と
、
外
国
親
会
社
に
対
す
る
配
当
の

総
税
負
担
は
、
五
二
％
（
資
本
収
益
税
二
五
％
プ
ラ
ス
法
人
税
三
六
％
）
と

な
る
。
そ
こ
で
、
総
税
負
担
を
約
五
〇
％
に
設
定
す
る
た
め
に
は
、
一
に
、

配
当
税
率
を
三
三
％
に
改
め
る
か
、
二
に
、
外
国
親
会
社
に
対
す
る
資
本

収
益
税
を
二
〇
％
に
改
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
．
連
邦
経
済
大
蔵
省
は

後
者
を
選
択
し
よ
う
と
し
た
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
三
六
％
（
法
人

税
）
と
配
当
し
う
る
金
額
の
二
〇
％
（
資
本
収
益
税
）
と
の
合
計
で
あ
る
四

八
・
八
％
が
配
当
の
総
税
負
担
と
な
る
．

　
さ
ら
に
、
外
国
親
会
社
に
対
す
る
配
当
が
西
ド
イ
ッ
に
お
い
て
再
投
資

さ
れ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
資
本
収
益
税
率
は
二
〇
％
に
固
定
し
て
お
く
、

と
連
邦
経
済
大
蔵
省
は
考
え
た
。
約
五
〇
％
の
法
人
税
負
担
を
確
保
す
る

た
め
で
あ
る
。

　
従
来
、
U
S
A
と
の
二
重
課
税
防
止
条
約
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
親
会

社
に
対
す
る
配
当
が
西
ド
イ
ッ
で
再
投
資
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
配

当
は
一
五
％
の
軽
減
資
本
収
益
税
を
課
せ
ら
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
、
連

邦
経
済
大
蔵
省
の
一
部
修
正
し
た
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
方
式
で
は
、
西
ド

イ
ッ
で
再
投
資
さ
れ
な
い
利
益
に
つ
い
て
資
本
収
益
税
率
は
一
五
％
か
ら

二
〇
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
．
こ
れ
は
二
二
・
八
（
畠
。。
1
顔

旺
蚤
o
。
）
ポ
イ
ン
ト
だ
け
ア
メ
リ
カ
親
会
社
の
既
得
権
の
侵
食
を
意
味
す

る
。
も
っ
と
も
、
U
s
A
が
資
本
収
益
税
を
二
〇
％
に
引
き
上
げ
る
こ
と

に
同
意
す
る
か
ど
う
か
は
、
疑
問
視
さ
れ
た
。
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・
　
外
国
持
分
権
者
で
あ
る
自
然
人
及
び
非
適
格
資
本
参
加
の
物
的
会
社

に
つ
い
て
、
コ
ン
ピ
ネ
ー
シ
ョ
ン
方
式
は
法
人
税
の
一
部
に
つ
い
て
還
付

を
認
め
て
い
る
。
そ
の
際
、
還
付
の
請
求
が
必
要
で
あ
る
が
、
二
重
課
税

防
止
条
約
の
相
手
締
約
国
の
持
分
権
者
だ
け
が
、
還
付
請
求
権
者
で
あ
る
．

右
の
還
付
額
は
第
二
次
担
当
官
草
案
よ
り
僅
少
で
あ
る
。

　
こ
の
還
付
手
続
は
、
二
重
課
税
防
止
条
約
の
相
手
締
約
国
に
居
住
す
る

外
国
小
株
主
で
、
本
国
の
国
庫
に
対
し
ド
イ
ッ
配
当
金
を
秘
密
に
し
て
お

き
た
い
も
の
を
は
じ
め
，
二
重
課
税
防
止
条
約
の
非
締
結
国
に
居
住
す
る

外
国
小
株
主
に
と
っ
て
も
有
利
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
外
国
持
分

権
者
の
場
合
、
ド
イ
ッ
の
税
負
担
合
計
は
、
最
大
限
五
二
％
で
あ
る
（
法

人
税
三
六
％
ブ
ラ
ス
配
当
可
能
額
に
対
す
る
資
本
収
益
税
二
五
％
、
又
は
二
重
課
税

防
止
条
約
の
締
結
さ
れ
て
い
る
と
ぎ
資
本
収
益
税
一
五
％
V
。
こ
れ
と
比
較
し
て
、

第
二
次
担
当
官
草
案
に
よ
る
場
合
、
総
税
負
担
は
五
六
％
で
あ
る
。

2
　
外
国
物
的
会
社
の
国
内
恒
久
的
施
設
で
発
生
す
る
利
益
に
つ
い
て
．

当
時
の
税
法
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
右
恒
久
的
施
設
に
内
部
留
保
さ
れ
る
か

又
は
外
国
会
社
へ
流
出
す
る
か
を
問
わ
ず
、
四
九
％
の
法
人
税
が
課
税
さ

れ
て
い
た
。
当
時
の
二
段
階
法
人
税
率
の
方
式
下
に
お
い
て
も
、
国
内
物

的
会
社
の
配
当
利
益
に
対
し
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
は
そ
こ
で
は
適
用
さ

れ
な
か
っ
た
。

　
コ
ン
ピ
ネ
ー
シ
ョ
ン
方
式
が
右
の
ル
ー
ル
を
承
継
す
れ
ば
、
外
国
会
社

の
国
内
恒
久
的
施
設
の
利
益
は
、
た
と
え
そ
れ
が
配
当
さ
れ
る
と
し
て
も
、

一
律
に
五
六
％
の
法
人
税
を
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
状
態
は
、

外
国
親
会
社
の
国
内
子
会
社
に
比
し
不
利
で
あ
る
。
け
だ
し
、
外
国
親
会

社
の
国
内
子
会
社
は
配
当
利
益
に
対
し
三
六
％
の
法
人
税
と
資
本
収
益
税

を
納
付
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
外
国
親
会
社
の
国
内
恒
久
的
施
設
に
お
い
て
発
生
し
た
利
益

に
対
し
重
課
税
す
べ
き
理
由
は
、
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
外

国
物
的
会
社
の
国
内
恒
久
的
施
設
は
独
立
の
子
会
社
の
よ
う
に
配
当
軽
減

税
率
三
六
％
で
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
．

第
四
　
結

び

　
法
人
税
改
正
の
基
本
目
標
は
、
配
当
利
益
の
経
済
的
二
重
負
担
の
除
去
、

お
よ
び
こ
れ
に
伴
う
企
業
形
態
の
競
争
中
立
的
課
税
、
自
己
資
本
調
達
の

改
善
、
大
小
株
主
間
の
利
害
対
立
の
緩
和
並
び
に
高
額
所
得
株
主
に
比
し

中
低
所
得
株
主
の
地
位
の
改
善
で
あ
っ
た
が
、
二
段
階
税
率
に
よ
る
法
人

税
全
額
株
主
帰
属
方
式
は
こ
れ
ら
の
設
定
目
標
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
コ
ソ
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
方
式
で
は
、
配
当
軽
減
税
率
に
よ
っ
て
節
約
さ
れ

る
法
人
税
が
、
現
金
配
当
の
額
を
増
加
さ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
と

く
に
こ
れ
は
外
国
小
株
主
に
プ
ラ
ス
に
作
用
す
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
方
式
は
物
的
会
社
に
と
っ
て
も
有
利
で
あ
る
。
配
当
会

社
は
手
元
流
動
性
を
う
る
。
け
だ
し
、
一
律
法
人
税
率
に
よ
る
法
人
税
株

主
帰
属
方
式
の
場
合
会
社
は
前
以
っ
て
五
六
％
の
法
人
税
を
納
付
し
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
の
に
対
し
、
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
方
式
の
下
で
は
配
当
会

社
は
前
以
っ
て
三
六
％
の
税
を
負
担
す
れ
ぽ
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

う
え
．
次
の
利
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
利
益
を
計
上
で
き
ず
，
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配
当
金
の
交
付
の
た
め
に
基
準
課
税
（
五
六
％
）
を
す
で
に
う
け
た
準
備

金
が
取
り
崩
さ
れ
た
事
業
年
度
に
お
い
て
、
国
庫
は
基
準
租
税
負
担
と
配

当
軽
減
負
担
と
の
差
額
を
当
該
配
当
会
社
に
還
付
す
る
の
で
、
そ
の
会
社

は
事
業
成
績
の
不
良
に
か
か
わ
ら
ず
現
金
配
当
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
。

　
最
後
に
、
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
方
式
に
あ
っ
て
は
資
本
収
益
税
の
徴
収

納
付
が
金
融
機
関
に
と
っ
て
負
担
と
な
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
．

一
九
七
六
年
ド
イ
ッ
法
人
税
法
〔
草
案
〕

　
　
第
一
章
納
税
義
務

第
一
条
無
制
限
納
税
義
務

第
二
条
制
限
納
税
義
務

第
三
条
権
利
能
力
の
な
い
社
団
、
営
造
物
及
び
目
的
財
団
並
び
に
土
地
組
合
に

　
　
　
　
お
け
る
納
税
義
務
の
区
分

第
四
条
　
公
法
人
の
営
利
事
業

第
五
条
非
課
税
規
定

第
六
条
年
金
金
庫
、
埋
葬
料
積
立
金
庫
、
疾
病
金
庫
に
対
す
る
非
課
税
措
置
の

　
　
　
制
限

　
　
第
二
章
　
所
　
　
得

　
　
　
第
一
節
　
総
　
　
則

第
七
条
課
税
の
基
礎

第
八
条
所
得
の
計
算

第
九
条
控
除
の
で
き
る
支
出

第
一
〇
条
控
除
の
で
き
な
い
支
出

第
＝
条
解
散
及
び
清
算

第
一
二
条
非
課
税
の
開
始
及
び
消
滅

　
　
　
第
二
節
支
配
従
属
会
社
関
係
に
関
す
る
特
則

第第第第第第

八七六五四三
条条条条条条第

三
節

第第第第第第

四三二一〇九
条条条条条条

　
　
　
第
四
節

第
二
五
条

　
　
第
三
章

第
二
六
条

第
二
七
条

第
二
八
条

第
二
九
条

　
　
第
四
章

　
　
　
第
一
節

第第第第

三二一〇
条条条条

従
属
会
社
と
し
て
の
株
式
会
社
又
は
株
式
合
資
会
社

従
属
会
社
の
所
得
の
計
算
に
関
す
る
特
則

補
償
支
払
金

従
属
会
社
と
し
て
の
そ
の
他
の
物
的
会
社

外
国
の
支
配
会
社

支
配
会
社
に
お
け
る
税
額
控
除

　
　
保
険
事
業
者
に
関
す
る
特
則

保
険
引
当
金
、
〔
保
険
契
約
の
〕
締
結
費
用

保
険
料
の
繰
越

景
気
変
動
準
備
金

異
常
危
険
引
当
金

高
齢
化
引
当
金

保
険
料
払
戻
し

　
　
協
同
組
合
に
関
す
る
特
則

協
同
組
合
の
割
戻
し
金

　
税
率
及
び
国
外
所
得
の
課
税

税
　
　
率

小
規
模
法
人
に
対
す
る
控
除
額

協
同
組
合
及
び
農
林
業
を
営
む
組
合
に
対
す
る
控
除
額

国
外
所
得
の
課
税

　
法
人
税
負
担
の
調
整
手
続

　
　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人
及
び
社
団
の
配
当
利
益
の
法
人

　
　
税
負
担

法
人
税
の
引
下
げ
又
は
引
上
げ

配
当
に
用
い
た
自
己
資
本

可
処
分
自
己
資
本

可
処
分
自
己
資
本
の
区
分
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第
三
四
条

第
三
五
条

第
三
六
条

第
三
七
条

第
三
八
条

第
三
九
条

第
四
〇
条

第
四
一
条

第
四
二
条

第
四
三
条

第
四
四
条

第
四
五
条

第
四
六
条

　
　
　
第
二
節

第
四
七
条

第
四
八
条

　
　
第
五
章

第
四
九
条

第
五
〇
条

第
五
一
条

第
五
二
条

第
五
三
条

　
　
第
六
章

第
五
四
条

第
五
五
条

第
五
六
条

所
得
の
計
算
上
控
除
の
で
き
な
い
支
出
の
付
則

特
定
の
軽
減
負
担
を
う
け
た
自
己
資
本
部
分
の
配
賦

可
処
分
自
己
資
本
に
お
け
る
欠
損
の
斜
酌

免
除
に
お
け
る
区
分

可
処
分
自
己
資
本
の
不
足

支
配
会
社
に
お
け
る
自
己
資
本
の
区
分

従
属
会
祉
に
お
け
る
自
己
資
本
の
区
分

財
産
の
譲
受
け
に
つ
い
て
の
税
率
負
担

持
分
の
譲
渡
後
に
お
け
る
可
処
分
自
己
資
本
の
区
分

法
人
税
引
上
げ
の
例
外

そ
の
他
の
給
付

非
課
税
の
譲
受
人
へ
の
財
産
譲
渡
に
お
け
る
法
人
税
の
引
下
げ
と
引

上
げ

そ
の
他
の
法
人
に
お
け
る
法
人
税
の
引
上
げ
と
引
下
げ

　
　
証
明
書
及
び
分
離
確
認

証
明
書

課
税
基
礎
の
分
離
確
認

　
租
税
の
成
立
、
査
定
、
徴
収
及
び
還
付

租
税
の
成
立

法
人
税
の
査
定
と
徴
収

〔
資
本
収
益
に
対
す
る
〕
源
泉
徴
収
税
の
特
則

税
額
控
除
の
適
用
除
外

引
上
げ
額
の
還
付

　
授
権
規
定
及
び
終
結
規
定

授
　
　
権

終
結
規
定

ベ
ル
リ
ン
条
項

第
一
章
　
納
税
義
務

第
陶
条
　
無
制
限
納
税
義
務

　
国
内
に
管
理
支
配
地
又
は
本
店
を
有
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
、

社
団
及
び
財
団
は
、
法
人
税
の
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
。

　
一
　
物
的
会
社
（
株
式
会
社
、
株
式
合
資
会
社
、
有
限
会
社
、
殖
民
会
社
、
鉱

　
　
山
法
上
の
組
合
）

二三四五

協
同
組
合

相
互
保
険
組
合

私
法
上
の
そ
の
他
の
法
人
格

私
法
上
の
権
利
能
力
の
な
い
社
団
、

営
造
物
、
財
団
及
び
そ
の
他

　
　
の
目
的
財
団

　
六
　
公
法
人
の
営
利
事
業

㈹
　
法
人
税
の
無
制
限
納
税
義
務
は
全
所
得
を
そ
の
対
象
と
す
る
。

㈲
　
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
国
に
属
す
る
部
分
の
大
陸
棚
は
、
海
底
及
び
そ
の

下
の
天
然
資
源
が
そ
こ
で
探
索
さ
れ
又
は
開
発
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
国
内
と
す
る
。

第
二
条
　
制
限
納
税
義
務

　
次
の
各
号
の
所
得
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
法
人
税

の
制
限
納
税
義
務
を
負
う
。

　
一
　
国
内
源
泉
所
得
に
つ
い
て
、
国
内
に
管
理
支
配
地
又
は
本
店
を
有

　
　
し
な
い
法
人
、
社
団
及
び
財
団

　
二
　
源
泉
徴
収
税
を
課
さ
れ
る
国
内
源
泉
所
得
に
つ
い
て
、
無
制
限
納
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税
義
務
を
負
わ
な
い
そ
の
他
の
法
人
、
社
団
及
び
財
団

第
三
条
　
権
利
能
力
の
な
い
社
団
、
営
造
物
及
び
目
的
財
団
並
び
に
土
地

　
　
　
　
組
合
に
お
け
る
納
税
義
務
の
区
分

　
権
利
能
力
の
な
い
社
団
、
営
造
物
、
財
団
及
び
そ
の
他
の
目
的
財
団
は
、

そ
の
所
得
が
こ
の
法
律
及
び
所
得
税
法
に
基
づ
き
直
接
に
他
の
納
税
義
務

者
の
も
と
で
課
税
を
う
け
な
い
と
き
は
、
法
人
税
の
納
税
義
務
を
負
う
。

働
　
第
一
条
に
掲
げ
る
納
税
義
務
者
に
該
当
す
る
伐
採
協
同
組
合
、
森
林

協
同
組
合
、
山
林
協
同
組
合
及
び
入
会
い
協
同
組
合
並
び
に
類
似
の
土
地

組
合
は
、
副
業
の
域
を
こ
え
て
事
業
を
営
む
場
合
又
は
そ
の
事
業
を
賃
貸

す
る
場
合
に
限
り
、
法
人
税
の
納
税
義
務
を
負
う
．
前
段
に
定
め
る
場
合

を
除
い
て
、
そ
の
所
得
に
つ
い
て
、
直
接
に
関
係
人
の
も
と
で
課
税
す
る
。

第
四
条
　
公
法
人
の
営
利
事
業

　
第
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
公
法
人
の
営
利
事
業
と
は
、
第
五

項
の
規
定
の
場
合
を
除
き
、
農
林
業
以
外
に
お
い
て
収
入
を
得
る
た
め
継

続
的
経
済
活
動
に
役
立
つ
す
べ
て
の
組
織
で
、
か
つ
、
当
該
法
人
の
活
動

全
体
の
な
か
で
経
済
的
に
顕
著
な
も
の
を
い
う
。
利
益
を
得
る
意
図
及
び

一
般
の
経
済
取
引
に
関
与
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

㈲
　
〔
公
法
人
の
〕
営
利
事
業
は
、
公
法
人
で
あ
る
場
合
に
も
、
無
制
限
納

税
義
務
を
負
う
。

⑥
　
水
、
ガ
ス
、
電
気
又
は
暖
房
を
住
民
に
供
給
し
、
公
共
交
通
又
は
港

湾
事
業
を
営
む
企
業
も
ま
た
、
〔
公
法
上
の
〕
営
利
事
業
と
す
る
．

㈲
　
前
項
に
規
定
す
る
企
業
の
賃
貸
は
〔
公
法
上
の
〕
営
利
企
業
と
み
な
す
．

㈲
　
主
と
し
て
公
権
力
の
行
使
に
役
立
つ
企
業
（
高
権
企
業
）
は
〔
公
法
上

の
〕
営
利
事
業
で
な
い
。
強
制
権
又
は
専
売
権
だ
け
で
は
高
権
企
業
と
認

め
る
に
十
分
で
は
な
い
。

第
五
条
　
非
課
税
規
定

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
は
、
法
人
税
を
課
さ
な
い
。

　
一
　
ド
イ
ッ
連
邦
郵
便
、
ド
イ
ッ
連
邦
鉄
道
、
連
邦
専
売
公
社
及
び
国

　
　
営
富
く
じ
事
業
者

　
ニ
　
ド
イ
ッ
連
邦
銀
行
、
復
興
信
用
公
庫
、
負
担
調
整
銀
行
（
引
揚
げ

　
　
者
及
び
戦
災
者
救
済
銀
行
）
、
ド
イ
ッ
入
殖
年
金
銀
行
及
び
ラ
ン
ト
年
金

　
　
銀
行
、
農
業
年
金
銀
行
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
立
再
建
金
融
公
庫
、
バ
ー

　
　
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
立
信
用
銀
行
並
び
に
ラ
イ
ヒ
銀
行

　
三
　
権
利
能
力
の
あ
る
年
金
金
庫
、
埋
葬
料
積
立
金
庫
及
び
疾
病
金
庫

　
　
で
あ
っ
て
、
当
該
金
庫
の
給
付
を
受
け
、
又
は
給
付
を
受
け
る
べ
ぎ

　
　
者
（
受
給
者
）
に
対
し
請
求
権
を
与
え
る
金
庫
．
及
び
権
利
能
力
の
あ

　
　
る
共
済
金
庫
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
受
給
者
に
対

　
　
し
請
求
権
を
与
え
な
い
金
庫

　
〔
イ
～
ホ
　
略
〕

　
四
　
一
九
七
三
年
一
〇
月
九
日
の
協
同
組
合
法
の
改
正
法
（
ω
琶
量
鵯
－

　
　
婁
N
再
H
¢
辰
9
に
よ
り
修
正
を
う
け
た
、
一
九
三
一
年
六
月
六
日

　
　
の
文
言
に
お
け
る
私
的
保
険
事
業
者
の
監
督
に
関
す
る
法
律
（
国
平

　
　
魯
超
馨
訂
年
H
¢
G
。
蜀
誤
。
）
第
五
三
条
に
規
定
す
る
小
規
模
相
互
保

　
　
険
組
合
。

　
〔
イ
～
ロ
　
略
〕

　
五
　
収
益
事
業
を
そ
の
目
的
と
し
な
い
職
業
団
体
で
、
公
法
上
の
性
質

85



法学研究57巻8号（’84：8）

　
　
の
な
い
者
。
収
益
事
業
が
営
ま
れ
る
と
き
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
非

　
　
課
税
規
定
を
適
用
し
な
い
。

　
六
　
前
号
に
掲
げ
る
よ
う
な
権
利
能
力
の
な
い
職
業
団
体
の
た
め
に
、

　
　
財
産
管
理
を
主
た
る
目
的
と
す
る
法
人
又
は
社
団
。
た
だ
し
、
そ
の

　
　
収
益
が
本
質
的
に
こ
の
財
産
管
理
か
ら
生
じ
、
か
つ
、
も
っ
ば
ら
当

　
　
該
職
業
団
体
に
流
入
す
る
場
合
に
限
る
。

　
七
　
政
党
法
第
二
条
に
規
定
す
る
政
党
及
び
収
益
事
業
を
そ
の
目
的
と

　
　
し
な
い
政
治
団
体
。
収
益
事
業
が
営
ま
れ
る
と
き
、
そ
の
範
囲
に
お

　
　
い
て
非
課
税
規
定
を
適
用
し
な
い
．

　
〔
八
～
一
四
略
。
第
二
次
担
当
官
草
案
第
五
条
第
一
項
第
九
号
は
削
除
さ
れ

　
　
た
。
〕

ω
　
前
項
の
非
課
税
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
適
用
し
な
い
。

　
一
　
源
泉
徴
収
税
を
課
さ
れ
る
国
内
源
泉
所
得

　
二
　
法
人
の
配
当
利
益
又
は
そ
の
他
の
給
付
で
、
受
領
者
に
つ
い
て
所

　
　
得
税
法
第
五
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
収
入
と

　
　
な
る
も
の
が
、
第
四
章
の
規
定
に
基
づ
き
法
人
税
を
負
担
す
る
範
囲

　
　
に
お
い
て

　
三
　
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
制
限
納
税
義
務
者

第
六
条
　
年
金
金
庫
、
埋
葬
料
積
立
金
庫
、
疾
病
金
庫
に
対
す
る
非
課
税

　
　
　
　
措
置
の
制
限

　
〔
略
〕

第
二
章
　
所

得

　
　
　
　
　
　
第
一
節
　
総
　
　
則

第
七
条
　
課
税
の
基
礎

　
法
人
税
は
課
税
所
得
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
。

⑧
　
課
税
所
得
と
は
、
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
に
．
第
一
三
条

か
ら
第
一
七
条
ま
で
、
第
二
七
条
及
び
第
二
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
増
額

又
は
減
額
し
た
も
の
を
い
う
。

⑥
　
法
人
税
は
一
暦
年
の
税
と
す
る
。
そ
の
確
定
の
基
礎
は
一
暦
年
毎
に

算
定
す
る
。
無
制
限
納
税
義
務
又
は
制
限
納
税
義
務
が
一
暦
年
を
通
じ
て

継
続
し
な
い
場
合
は
、
当
該
暦
年
に
代
え
て
、
各
納
税
義
務
の
期
間
と
す

る
。㈲

　
商
法
の
規
定
に
よ
り
記
帳
す
る
義
務
を
負
う
納
税
義
務
者
に
つ
い
て

は
、
定
期
的
に
決
算
を
行
な
う
事
業
年
度
に
よ
り
利
益
を
算
定
す
る
。
当

該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
決
算
を
行
な
う
事
業
年
度
が
暦
年

と
異
な
る
と
き
、
営
業
に
よ
り
生
ず
る
利
益
は
、
事
業
年
度
の
末
日
を
含

む
暦
年
に
取
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。
税
務
署
の
同
意
を
得
た
と
き
、
暦

年
と
異
な
る
期
間
に
事
業
年
度
を
変
更
す
る
こ
と
を
認
め
る
．
た
だ
し
、

異
な
る
期
間
の
選
択
に
つ
い
て
重
要
な
事
業
上
の
利
益
が
存
在
す
る
場
合

に
限
る
。

㈲
　
負
担
調
整
法
第
二
一
一
条
第
一
項
第
一
号
第
二
段
後
半
の
規
定
を
適

用
す
る
に
当
っ
て
は
、
利
益
を
暦
年
と
異
な
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
計
算

す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
暦
年
に
お
け
る
給
付
を
算
定
の
基
礎
と
す
る
。
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第
八
条
　
所
得
の
計
算

　
何
を
所
得
と
み
な
し
、
か
つ
、
所
得
を
い
か
に
計
算
す
る
か
は
、
所
得

税
法
及
び
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
。

㈲
　
商
法
の
規
定
に
よ
り
記
帳
す
る
義
務
を
負
う
納
税
義
務
者
に
つ
い
て

は
、
全
所
得
を
事
業
所
得
と
し
て
取
り
扱
う
。

㈹
　
所
得
を
分
配
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
得
を
計
算
す
る
．

物
的
会
社
の
利
益
及
び
清
算
利
益
に
対
す
る
分
配
請
求
権
を
伴
う
受
益
証

券
に
基
づ
く
各
種
配
当
並
び
に
隠
れ
た
利
益
配
当
も
ま
た
、
所
得
を
減
額

し
て
は
な
ら
な
い
。

㈲
　
組
織
変
更
法
の
規
定
に
よ
り
組
織
変
更
し
た
物
的
会
社
の
可
処
分
自

己
資
本
（
島
器
く
零
語
呂
冨
3
国
。
q
雪
冨
覧
琶
）
及
び
こ
れ
に
係
る
税
率
負
担

（
頴
島
琶
器
昌
轟
）
は
、
所
得
税
法
第
五
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
所
得
で
な
い
。

㈲
　
公
法
人
の
非
課
税
で
な
い
営
利
事
業
に
対
す
る
持
分
か
ら
生
ず
る
利

益
は
、
所
得
の
計
算
上
算
入
し
な
い
．
間
接
的
資
本
参
加
は
直
接
的
資
本

参
加
と
同
様
と
す
る
。

⑥
　
社
団
の
場
合
、
定
款
に
基
づ
き
成
員
と
し
て
の
資
格
に
よ
り
成
員
か

ら
徴
収
す
る
負
担
金
は
、
所
得
の
計
算
上
算
入
し
な
い
．

ω
　
所
得
が
、
源
泉
徴
収
を
う
け
る
所
得
だ
け
か
ら
成
る
場
合
、
支
出
の

控
除
は
認
め
な
い
。

第
九
条
　
控
除
の
で
き
る
支
出

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
も
ま
た
．
控
除
の
で
き
る
支
出
と
す
る
。

　
一
　
物
的
会
社
の
場
合
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
に
つ
い
て
、
会
社
持
分
の

　
　
発
行
費

　
　
イ
　
当
該
費
用
が
発
行
プ
レ
ミ
ア
ム
を
こ
え
る
額

　
　
ロ
　
〔
略
〕

　
二
　
株
式
合
資
会
社
の
場
合
、
基
本
資
本
金
と
さ
れ
な
い
払
込
み
に
基

　
　
づ
ぎ
又
は
業
務
執
行
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
、
無
限
責
任
社
員
に
分

　
　
配
さ
れ
る
部
分
の
利
益

働
　
所
得
税
法
第
六
九
条
か
ら
第
七
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
寄
付
金
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
掲
げ
る
最
高
額
を
限
度
と
し
て
事
業
支
出
又
は
必
要
経

費
と
し
て
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
法
第
六
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
最
高
額
を
計
算
す
る
に
当
り
、
各
所
得
の
合
計
額
に
代
え
て
所
得
を

〔
算
定
基
礎
と
す
る
。
〕
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
所
得
と
は
、
第
一
段
に

掲
げ
る
支
出
及
び
同
法
第
六
六
条
に
規
定
す
る
繰
越
欠
損
金
を
控
除
す
る

前
の
所
得
を
い
う
。
第
七
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
一
〇
条
　
控
除
の
で
き
な
い
支
出

　
寄
付
行
為
、
定
款
又
は
そ
の
他
の
規
約
が
定
め
て
い
る
納
税
義
務
者
の

目
的
を
遂
行
す
る
た
め
の
支
出
も
ま
た
、
控
除
の
で
き
な
い
支
出
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
そ
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。

第
一
一
条
　
解
散
及
び
清
算

　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
物
的
会
社
、
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
協
同

組
合
又
は
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
相
互
保
険
組
合
が
解
敵
に
よ
り
清
算

す
る
と
き
は
、
そ
の
清
算
期
間
中
の
利
益
に
つ
い
て
課
税
す
る
。
課
税
期

間
は
三
年
を
こ
え
な
い
も
の
と
す
る
．

㈲
　
前
項
に
規
定
す
る
利
益
は
、
期
末
清
算
財
産
を
期
首
清
算
財
産
と
比
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較
し
て
計
算
す
る
．

⑥
　
期
末
清
算
財
産
は
、
分
配
の
行
な
わ
れ
る
財
産
か
ら
、
清
算
期
間
中

に
納
税
義
務
者
に
流
入
し
た
非
課
税
財
産
の
増
加
額
を
控
除
し
た
も
の
と

す
る
。

㈲
　
期
首
清
算
財
産
と
は
、
解
散
の
前
事
業
年
度
の
末
日
に
法
人
税
の
査

定
の
基
礎
と
さ
れ
た
事
業
用
財
産
を
い
う
。
前
査
定
期
間
に
つ
い
て
査
定

が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
査
定
を
う
け
た
と
す
れ
ば
利
益
計
算
に

関
す
る
税
法
上
の
規
定
に
よ
り
記
帳
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
事
業
用
財
産
を
計

上
す
る
．
期
首
清
算
財
産
は
、
前
事
業
年
度
の
利
益
の
う
ち
、
清
算
期
間

中
に
配
当
さ
れ
た
額
を
控
除
し
た
も
の
と
す
る
。

㈲
　
事
業
用
財
産
が
前
査
定
期
間
の
末
日
に
残
存
し
な
い
場
合
、
そ
の
後

拠
出
を
う
け
た
払
込
み
の
合
計
額
を
期
首
清
算
財
産
と
み
な
す
。

⑥
　
利
益
計
算
に
つ
い
て
は
、
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他

の
関
連
規
定
を
適
用
す
る
．

ω
　
物
的
会
社
、
協
同
組
合
又
は
相
互
保
険
組
合
の
財
産
に
つ
い
て
破
産

手
続
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
清
算
が
停
止
す
る
場
合
に
お
い
て
、

第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
＝
一
条
　
非
課
税
の
開
始
及
び
消
滅

　
非
課
税
が
開
始
又
は
消
滅
す
る
場
合
に
は
、
法
人
、
社
団
又
は
財
団
の

利
益
計
算
に
つ
い
て
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

ω
　
納
税
義
務
を
負
う
法
人
、
社
団
又
は
財
団
が
法
人
税
の
課
税
を
う
け

な
く
な
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
納
税
義
務
の
終
了
す
る
期
間
に
終
結

貸
借
対
照
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
終
結
貸
借
対
照
表
に
お
い

て
、
経
済
財
は
部
分
価
額
〔
原
則
と
し
て
、
時
価
〕
に
よ
り
計
上
す
る
。
非

課
税
が
第
五
条
第
一
項
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
か
つ
、
当
該
法
人
、

社
団
又
は
財
団
が
も
っ
ば
ら
直
接
に
学
術
目
的
の
促
進
又
は
教
育
、
国
民

教
育
及
び
職
業
教
育
の
促
進
に
役
立
つ
場
合
に
は
、
経
済
財
は
、
第
二
段

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
帳
簿
価
額
に
よ
り
計
上
す
る
．
当
該
法
人
、
社

団
又
は
財
団
が
事
業
収
入
を
事
業
支
出
と
比
較
し
て
、
そ
の
利
益
を
計
算

し
た
場
合
に
は
、
所
得
税
法
第
二
三
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

⑥
　
法
人
税
の
課
税
を
う
け
な
い
法
人
、
社
団
又
は
財
団
が
納
税
義
務
を

負
う
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
者
が
〔
期
首
と
期
末
の
〕
事
業
用
財

産
の
比
較
に
よ
り
そ
の
利
益
を
計
算
す
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
納
税

義
務
の
開
始
す
る
期
目
に
お
い
て
開
始
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。
開
始
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
、
払
込
み
を
う
け
た
と
す
れ
ば

経
済
財
が
所
得
税
法
第
二
七
条
第
二
項
に
よ
り
計
上
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
価

額
に
よ
り
、
そ
の
経
済
財
を
計
上
す
る
．
第
二
項
に
規
定
す
る
終
結
貸
借

対
照
表
に
お
い
て
帳
簿
価
額
に
よ
り
計
上
さ
れ
た
経
済
財
は
、
第
二
段
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
納
税
義
務
の
開
始
時
に
作
成
さ
る
べ
き
税
務
貸
借

対
照
表
に
記
載
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
価
額
に
よ
り
開
始
貸
借
対
照
表
に
計
上

す
る
。
当
該
法
人
、
社
団
又
は
財
団
が
事
業
収
入
と
事
業
支
出
と
の
比
較

に
よ
り
そ
の
利
益
を
計
算
す
る
場
合
、
減
価
償
却
の
算
定
に
つ
い
て
所
得

税
法
第
二
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
三
条
第
六
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。㈲

　
非
課
税
が
部
分
的
に
開
始
又
は
消
減
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
き
、
そ
れ

に
対
応
す
る
部
分
の
事
業
用
財
産
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
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定
に
基
づ
き
利
益
計
算
の
規
定
を
適
用
す
る
．

㈲
　
利
益
計
算
に
つ
い
て
は
、
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他

の
関
連
規
定
を
適
用
す
る
．

㈲
　
納
税
義
務
を
負
う
法
人
、
社
団
又
は
財
団
の
物
的
会
社
に
対
す
る
持

分
が
事
業
用
財
産
に
属
さ
ず
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
法
人
税
の
課
税
を

う
け
な
く
な
る
場
合
に
お
い
て
、
納
税
義
務
の
終
了
す
る
期
日
に
所
得
税

法
第
四
〇
条
に
規
定
す
る
譲
渡
以
外
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
、
同
条

は
譲
渡
の
な
い
と
き
に
も
適
用
す
る
．
譲
渡
価
格
に
代
え
て
、
納
税
義
務

の
終
了
す
る
時
期
に
お
け
る
当
該
持
分
の
適
正
な
価
額
（
碧
日
晋
霞
≦
畳
）

と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
第
二
節
　
支
配
従
属
会
社
関
係
に
関
す
る
特
則

第
＝
二
条
　
従
属
会
社
と
し
て
の
株
式
会
社
又
は
株
式
合
資
会
社

　
国
内
に
管
理
支
配
地
又
は
本
店
を
有
す
る
株
式
会
社
又
は
株
式
合
資
会

社
（
従
属
会
社
）
が
、
株
式
法
第
二
九
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
益
供

出
契
約
に
よ
り
全
利
益
を
他
の
国
内
の
営
利
企
業
に
供
出
す
る
義
務
を
負

う
場
合
に
は
、
第
一
五
条
に
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
と
き
、
従
属
会
社
の
所
得
は
、
当
該
企
業

の
担
い
手
（
支
配
会
社
）
に
帰
属
す
る
。

　
一
　
支
配
会
社
は
、
従
属
会
社
に
対
す
る
持
分
に
基
づ
く
議
決
権
の
過

　
　
半
数
を
有
す
る
程
度
に
、
従
属
会
社
の
事
業
年
度
の
始
め
か
ら
引
き

　
　
続
い
て
か
つ
直
接
に
そ
の
従
属
会
社
に
対
し
資
本
参
加
し
て
い
る
こ

　
　
と
を
要
す
る
（
資
本
的
編
入
）
。
間
接
に
参
加
す
る
資
本
参
加
者
が
議

　
　
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
と
き
、
間
接
的
資
本
参
加
を
も
っ
て
足
り

　
る
も
の
と
す
る
．

二
　
従
属
会
社
は
、
前
号
に
掲
げ
る
時
か
ら
引
き
続
い
て
、
全
体
の
状

　
況
に
照
ら
し
、
経
済
的
及
び
組
織
的
に
支
配
会
社
に
編
入
さ
れ
て
い

　
る
こ
と
を
要
す
る
。
従
属
会
社
が
株
式
法
第
二
九
一
条
第
一
項
に
規

　
定
す
る
支
配
契
約
に
よ
り
そ
の
事
業
の
指
揮
を
支
配
会
社
の
企
業
に

　
委
ね
る
と
き
、
又
は
従
属
会
社
が
株
式
法
第
三
一
九
条
か
ら
第
三
二

　
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
編
入
さ
れ
た
会
社
で
あ
る
と
き
、
組
織
的

　
編
入
が
常
に
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

三
　
支
配
会
社
は
、
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
人
、
国
内
に
管
理
支
配

　
地
及
び
本
店
を
有
す
る
第
一
条
に
規
定
す
る
非
課
税
で
な
い
法
人
、

　
社
団
若
し
く
は
財
団
、
又
は
国
内
に
管
理
支
配
地
若
し
く
は
本
店
を

　
有
す
る
所
得
税
法
第
四
〇
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
的
会
社

　
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
〔
支
配
会
社
に
〕
帰
属
す
る
所
得
の
う
ち
社

　
員
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
の
適
用
領
域
に
お
い
て
所
得

　
税
又
は
法
人
税
を
課
税
さ
れ
る
社
員
だ
け
が
、
そ
の
人
的
会
社
に
資

　
本
参
加
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
人
的
会
社
の
一
又
は
二
以

　
上
の
社
員
が
所
得
税
に
つ
い
て
制
限
納
税
義
務
を
負
う
場
合
、
前
二

　
号
に
定
め
る
要
件
を
人
的
会
社
自
体
と
の
関
係
に
お
い
て
満
た
し
て

　
い
る
こ
と
を
要
す
る
。
国
内
に
本
店
又
は
管
理
支
配
地
を
有
し
な
い

　
一
又
は
二
以
上
の
法
人
、
社
団
又
は
財
団
が
人
的
会
社
に
資
本
参
加

　
し
て
い
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

四
　
利
益
供
出
契
約
は
、
五
年
以
上
の
あ
い
だ
締
結
し
、
こ
の
期
間
の

　
あ
い
だ
実
施
し
、
か
つ
、
第
一
段
の
適
用
を
初
め
て
う
け
る
従
属
会
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社
の
事
業
年
度
の
末
目
ま
で
に
効
力
を
生
じ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。

　
　
解
約
告
知
を
正
当
と
す
る
重
大
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
解
約
告
知

　
　
に
よ
り
当
該
契
約
を
期
限
前
に
終
了
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

　
五
　
従
属
会
社
は
、
商
人
が
合
理
的
に
判
断
す
る
と
き
経
済
的
に
理
由

　
　
の
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
限
り
、
当
該
年
度
の
剰
余
金
の
一
部
を
任
意

　
　
準
備
金
に
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
．

第
一
四
条
　
従
属
会
社
の
所
得
の
計
算
に
関
す
る
特
則

　
従
属
会
社
の
所
得
の
計
算
に
当
っ
て
は
、
総
則
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、

次
の
各
号
の
規
定
を
適
用
す
る
．

　
一
　
所
得
税
法
第
六
六
条
に
規
定
す
る
欠
損
繰
越
は
認
め
な
い
。

　
二
　
外
国
会
社
に
対
す
る
資
本
参
加
に
基
づ
く
利
益
持
分
を
〔
従
属
会

　
　
社
の
所
得
の
計
算
上
〕
算
入
し
な
い
こ
と
を
定
め
る
二
重
課
税
防
止
の

　
　
た
め
の
条
約
の
規
定
は
、
支
配
会
社
が
当
該
規
定
に
よ
り
優
遇
を
う

　
　
け
る
納
税
義
務
者
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。
支
配
会

　
　
社
が
人
的
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
規
定
は
、
〔
支
配
会

　
　
社
に
〕
帰
属
す
る
所
得
が
、
優
遇
を
う
け
る
納
税
義
務
者
に
該
当
す

　
　
る
社
員
に
係
る
も
の
で
あ
る
範
囲
に
お
い
て
、
適
用
す
る
。

第
一
五
条
　
補
償
支
払
金

　
従
属
会
社
自
体
は
、
〔
社
員
に
〕
交
付
し
た
補
償
支
払
額
と
こ
れ
に
係
る

第
三
〇
条
に
規
定
す
る
配
当
負
担
額
と
の
合
計
か
ら
な
る
所
得
に
つ
い
て
、

課
税
を
う
る
こ
と
を
要
す
る
。
支
配
会
社
が
補
償
支
払
い
の
義
務
を
履
行

し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
従
属
会
社
は
当
該
交
付
さ
れ
た
補
償
支
払
額
と

こ
れ
に
係
る
配
当
負
担
額
と
の
合
計
額
に
つ
い
て
支
配
会
社
に
代
っ
て
課

税
を
う
け
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
一
六
条
　
従
属
会
社
と
し
て
の
そ
の
他
の
物
的
会
社

　
国
内
に
管
理
支
配
地
及
び
本
店
を
有
す
る
第
一
三
条
第
一
段
に
掲
げ
る

物
的
会
社
以
外
の
者
が
、
そ
の
全
利
益
を
第
一
三
条
に
規
定
す
る
そ
の
他

の
企
業
に
対
し
供
出
す
る
義
務
を
負
う
場
合
に
、
第
一
三
条
か
ら
前
条
ま

で
の
規
定
を
準
用
す
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
す

べ
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
要
す
る
。

　
一
　
書
面
を
も
っ
て
当
該
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と

　
二
　
社
員
が
投
票
数
の
四
分
の
三
以
上
の
多
数
を
も
っ
て
当
該
契
約
に

　
　
同
意
す
る
こ
と

　
三
　
損
失
引
受
が
、
株
式
法
第
三
〇
二
条
の
規
定
に
準
じ
て
、
合
意
さ

　
　
れ
る
こ
と

　
四
　
〔
利
益
供
出
〕
契
約
前
に
積
み
立
て
た
任
意
準
備
金
の
取
崩
し
に
よ

　
　
り
生
ず
る
収
益
は
、
供
出
し
な
い
こ
と

第
一
七
条
　
外
国
の
支
配
会
社

　
従
属
会
社
が
そ
の
全
利
益
を
、
商
業
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
た
支
店
を
国

内
に
有
す
る
外
国
の
営
利
企
業
に
対
し
供
出
す
る
義
務
を
負
う
場
合
に
は
、

従
属
会
社
の
所
得
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
と

き
、
当
該
国
内
支
店
か
ら
生
ず
る
制
限
納
税
義
務
を
負
う
所
得
に
加
算
す

る
。　

一
　
利
益
供
出
契
約
が
当
該
支
店
の
商
号
に
よ
り
締
結
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
と

　
二
　
資
本
的
編
入
に
要
す
る
資
本
参
加
が
当
該
支
店
の
事
業
用
財
産
に
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属
す
る
こ
と

　
三
　
経
済
的
及
び
組
織
的
編
入
が
当
該
支
店
自
体
と
の
関
係
に
お
い
て

　
　
存
す
る
こ
と

　
第
一
段
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
を

準
用
す
る
．

第
一
八
条
　
支
配
会
社
に
お
け
る
税
額
控
除

　
法
人
税
額
の
控
除
を
定
め
る
特
別
の
税
率
規
定
の
適
用
要
件
が
従
属
会

社
に
つ
い
て
満
た
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
支
配
会
社
が
法
人
税
の
適
用
を

う
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
適
用
要
件
が
支
配
会
社
自
体
に
つ
い
て

満
た
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
当
該
税
率
規
定
は
支
配
会
社
に
つ
い
て
適
用

す
る
。

ω
　
支
配
会
社
が
所
得
税
を
課
税
さ
れ
る
場
合
に
は
法
人
税
と
同
様
の
税

率
規
定
が
所
得
税
に
つ
い
て
置
か
れ
て
い
る
限
り
、
第
一
項
の
規
定
を
準

用
す
る
。

⑥
　
支
配
会
社
が
人
的
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
．
第
一
項
及
び
前
項
の
規

定
は
そ
の
人
的
会
社
の
社
員
に
準
用
す
る
。
支
配
会
社
に
帰
属
す
る
こ
と

と
な
る
従
属
会
社
の
所
得
の
う
ち
、
〔
当
該
人
的
会
社
の
〕
各
社
員
に
係
る

部
分
に
対
応
す
る
法
人
税
額
を
、
各
社
員
に
つ
い
て
控
除
す
る
。

㈲
　
支
配
会
社
が
第
一
七
条
に
規
定
す
る
外
国
の
企
業
で
あ
る
場
合
に
は
、

特
別
の
税
率
規
定
が
制
限
納
税
義
務
者
に
適
用
さ
れ
る
範
囲
で
、
第
一
項

か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

㈲
　
源
泉
徴
収
税
を
課
税
さ
れ
た
事
業
収
入
が
従
属
会
社
の
所
得
の
中
に

含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
．
そ
の
徴
収
を
う
け
た
税
額
は
、
支
配
会
社
の

法
人
税
若
し
く
は
所
得
税
か
ら
税
額
控
除
し
、
又
は
支
配
会
社
が
人
的
会

社
で
あ
る
と
き
、
持
分
に
応
じ
て
そ
の
社
員
の
法
人
税
若
し
く
は
所
得
税

か
ら
税
額
控
除
す
る
。

　
　
　
　
　
　
第
三
節
　
保
険
事
業
者
に
関
す
る
特
則

第
一
九
条
　
保
険
引
当
金
、
〔
保
険
契
約
の
〕
締
結
費
用

　
保
険
引
当
金
は
、
こ
れ
ま
で
所
得
税
法
の
規
定
に
よ
り
計
上
さ
れ
て
い

な
い
場
合
に
は
、
貸
借
対
照
表
期
日
に
お
い
て
継
続
し
て
い
る
保
険
契
約

に
基
づ
く
給
付
に
と
っ
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
税
務
貸

借
対
照
表
に
設
定
す
る
。
商
事
貸
借
対
照
表
に
記
載
さ
れ
た
保
険
引
当
金

の
評
価
額
を
、
税
務
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
限
定
と
す
る
。
第
二
〇
条
か

ら
第
二
四
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
も
、
同
様
と
す
る
。

ω
　
保
険
契
約
の
締
結
費
用
は
、
税
務
貸
借
対
照
表
の
借
方
の
欄
に
記
載

し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
〇
条
　
保
険
料
の
繰
越

　
〔
略
〕

第
二
一
条
　
景
気
変
動
準
備
金

　
〔
略
〕

第
二
二
条
　
異
常
危
険
引
当
金

　
〔
略
〕

第
二
三
条
　
高
齢
化
引
当
金

　
〔
略
〕

第
二
四
条
　
保
険
料
払
戻
し

　
自
己
取
引
に
対
し
年
度
損
益
又
は
保
険
剰
余
金
に
基
づ
き
認
め
ら
れ
る

91



法学研究57巻8号（’84：8）

保
険
料
払
戻
し
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
限
度
と
し
て
、
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

⑫ら
当
該
引
当
金
を
用
い
る
こ
と
が
定
款
又
は
事
業
計
画
声
明
に
よ
り
確
実

で
あ
る
範
囲
に
お
い
て
．
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
引
当
金
は
、

第
三
段
の
規
定
を
除
い
て
、
次
の
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
額

の
合
計
額
を
こ
え
る
範
囲
に
お
い
て
、
取
り
崩
す
。

　
一
　
貸
借
対
照
表
期
日
に
終
了
す
る
事
業
年
度
及
び
そ
の
前
二
事
業
年

　
　
生
命
保
険
及
び
疾
病
保
険
に
お
い
て
は
、
自
己
取
引
に
つ
い
て
商

　
法
上
の
規
定
に
よ
り
計
算
す
る
年
度
損
益
に
、
そ
の
年
度
損
益
を
減

額
し
た
保
険
料
払
戻
し
金
に
用
い
た
額
を
加
算
し
、
第
二
項
第
二
段

　
の
規
定
に
よ
る
引
当
金
の
取
崩
し
に
よ
り
生
ず
る
額
を
減
算
し
、
さ

　
ら
に
利
益
計
算
に
関
す
る
税
法
上
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
年
度
の
初

　
め
に
計
上
さ
れ
る
事
業
用
財
産
の
純
収
益
を
減
算
し
た
額
を
限
度
と

す
る
。
事
業
用
財
産
に
係
る
長
期
投
資
に
基
づ
く
収
益
か
ら
、
こ
れ

　
に
対
応
す
る
対
人
的
及
び
対
物
的
事
業
支
出
を
控
除
し
た
額
を
、
純

収
益
と
み
な
す
。

　
る
自
己
取
引
か
ら
生
ず
る
個
別
保
険
部
門
の
保
険
剰
余
金
の
額
を
限

度
と
す
る
。
控
除
の
で
き
る
額
を
算
定
す
る
た
め
、
保
険
料
収
入
に

基
づ
く
保
険
剰
余
金
は
、
事
業
年
度
に
係
る
保
険
給
付
．
引
当
金
及

び
経
過
勘
定
を
含
め
一
切
の
対
人
的
及
び
対
物
的
事
業
支
出
を
控
除

　
し
て
計
算
す
る
。

保
険
料
払
戻
し
引
当
金
の
繰
入
額
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
も
っ
ば

二
　
損
害
保
険
及
び
災
害
保
険
に
お
い
て
．
自
己
の
計
算
に
お
い
て
す

　
　
度
以
内
に
お
け
る
、
繰
入
額

　
二
　
保
険
事
業
者
が
貸
借
対
照
表
期
日
の
前
に
拘
束
力
を
も
っ
て
保
険

　
　
料
払
戻
し
と
し
て
配
当
を
確
定
し
た
、
配
当
額

　
三
　
疾
病
保
険
に
お
い
て
は
、
保
険
事
業
者
が
貸
借
対
照
表
期
日
の
前

　
　
に
拘
束
力
を
も
っ
て
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
保
険
料
増
額
を
軽
減
す

　
　
る
た
め
に
用
い
る
額
を
確
定
し
た
、
額

　
四
　
生
命
保
険
に
お
い
て
は
、
満
期
に
な
っ
た
保
険
期
間
に
係
る
終
結

　
　
利
益
持
分
の
資
金
調
達
に
必
要
で
あ
る
、
額

㈲
　
少
額
が
被
保
険
老
に
支
払
わ
れ
、
か
つ
、
そ
の
額
の
支
払
の
た
め
不

当
に
高
額
の
管
理
費
が
支
出
す
る
場
合
に
は
．
〔
引
当
金
の
〕
取
崩
し
を
要

し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
第
四
節
　
協
同
組
合
に
関
す
る
特
則

第
二
五
条
　
協
同
組
合
の
割
戻
し
金

　
組
合
員
に
対
す
る
協
同
組
合
の
割
戻
し
金
は
、
そ
れ
に
用
い
た
金
額
が

組
合
員
と
の
取
引
に
お
い
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
事

業
支
出
と
し
て
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
金
額
を
確
定
す
る
た
め

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
同
組
合
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
規
定

す
る
割
合
に
よ
り
剰
余
金
を
分
割
す
る
。

　
一
　
販
売
協
同
組
合
及
び
生
産
協
同
組
合
に
つ
い
て
、
商
品
購
入
総
額

　
　
に
対
す
る
組
合
員
の
商
品
購
入
の
割
合

　
二
　
そ
の
他
の
協
同
組
合
に
つ
い
て
、
総
売
上
額
に
対
す
る
組
合
員
の

　
　
売
上
額
の
割
合

　
第
二
段
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
組
合
員
と
の
取
引
に
よ
り
生
ず
る
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利
益
を
、
控
除
の
上
限
と
す
る
。
第
二
段
に
規
定
す
る
剰
余
金
と
は
、
副

業
に
よ
り
生
ず
る
利
益
を
減
額
し
た
所
得
で
、
協
同
組
合
の
割
戻
し
金
及

び
繰
越
欠
損
金
の
額
を
控
除
し
な
い
も
の
を
い
う
。

㈹
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
は
、
協
同
組
合
の
割
戻
し
金
が
組
合
員
と

協
同
組
合
と
の
間
の
売
上
額
に
基
づ
き
算
定
し
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
、
及

び
そ
の
割
戻
し
金
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
、
そ
の

要
件
と
す
る
．

　
叫
　
割
戻
L
金
が
．
協
同
組
合
の
定
款
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
組
合
員
の

　
　
請
求
権
に
基
づ
く
こ
と

　
二
　
割
戻
し
金
が
．
協
同
組
合
の
管
理
組
合
の
決
議
に
よ
り
確
定
さ
れ
、

　
　
か
つ
、
そ
の
決
議
が
、
組
合
員
に
公
告
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
三
　
割
戻
し
金
が
．
利
益
を
分
配
す
る
総
会
に
お
い
て
決
議
さ
れ
て
い

　
　
る
こ
と

　
〔
組
合
員
に
よ
る
〕
納
品
又
は
給
付
に
対
す
る
協
同
組
合
の
後
払
い
及
び

雑
費
負
担
金
の
償
還
は
、
協
同
組
合
割
戻
し
金
と
同
様
に
、
こ
れ
を
取
り

扱
う
。

⑥
　
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
第
二
六
条
第
二
項
第
九
号
及
び
第
一

〇
号
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
及
び
中
央
金
庫
に
適
用
し
な
い
。

　
　
　
　
第
三
章
　
税
率
及
び
国
外
所
得
の
課
税

第
二
六
条
税
率

　
法
人
税
は
課
税
所
得
の
五
六
％
と
す
る
．

㈹
法
人
税
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
融
業
の
場
合
に
、
四
六
％
に
軽

減
す
る
．

　
一
　
公
的
貯
蓄
金
庫
又
は
国
の
監
督
の
下
に
あ
る
貯
蓄
金
庫

　
二
　
長
期
地
方
金
融
業
、
長
期
不
動
産
金
融
業
及
び
長
期
土
地
改
良
金

　
　
融
業
に
よ
り
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
金
庫
以
外
の

　
　
公
法
上
の
公
庫

　
三
　
国
家
経
済
上
の
課
題
を
遂
行
す
る
場
合
、
国
立
銀
行

　
四
　
長
期
地
方
金
融
業
及
び
長
期
不
動
産
金
融
業
に
よ
り
生
ず
る
所
得

　
　
に
っ
い
て
、
私
的
住
宅
建
設
貯
蓄
金
庫

　
五
　
純
粋
の
抵
当
銀
行

　
六
　
抵
当
銀
行
法
第
五
条
に
定
め
る
業
務
に
よ
り
生
ず
る
所
得
に
つ
い

　
　
て
、
混
合
抵
当
銀
行

　
七
　
船
舶
抵
当
証
券
銀
行

　
八
　
長
期
金
融
業
に
よ
り
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
、
興
業
信
用
銀
行
株

　
　
式
会
社
、
ド
イ
ッ
勧
業
銀
行
、
ベ
ル
リ
ン
勧
業
銀
行
株
式
会
社
及
び

　
　
ザ
ー
ル
投
資
信
用
銀
行
株
式
会
社

　
九
　
信
用
協
同
組
合

　
一
〇
　
そ
の
協
同
組
合
上
の
固
有
の
任
務
に
限
定
す
る
中
央
金
庫
．
物

　
　
的
会
社
の
形
態
に
よ
り
営
業
す
る
金
融
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
も
、
同

　
　
様
と
す
る
。

　
一
一
　
ド
イ
ッ
協
同
組
合
金
庫

㈹
　
法
人
税
は
、
第
四
章
の
規
定
に
基
づ
き
増
減
す
る
。

㈲
　
法
人
税
の
計
算
上
一
〇
マ
ル
ク
に
満
た
な
い
課
税
所
得
は
切
り
捨
て

る
。
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㈲
　
所
得
税
が
所
得
税
法
第
一
九
一
条
第
一
項
第
一
号
の
授
権
に
基
づ
き

増
減
す
る
と
き
．
法
人
税
は
、
こ
れ
に
応
じ
て
増
減
す
る
。

第
二
七
条
　
小
規
模
法
人
に
対
す
る
控
除
額

　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人
、
社
団
及
び
財
団
の
所
得
か
ら
．
所
得

の
額
を
限
度
と
し
て
、
五
千
マ
ル
ク
の
控
除
額
を
控
除
す
る
．
所
得
が
一

万
マ
ル
ク
を
こ
え
る
場
合
、
控
除
額
は
そ
の
超
過
額
の
二
分
の
一
を
減
額

す
る
。
第
一
段
及
び
第
二
段
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い

て
適
用
し
な
い
．

　
一
　
そ
の
給
付
〔
利
益
配
当
等
〕
が
受
取
人
に
つ
い
て
所
得
税
法
第
五
五

　
　
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
収
入
と
な
ら
な
い
、
法

　
　
人
及
び
社
団

　
二
　
第
二
八
条
に
規
定
す
る
組
合

第
二
八
条
　
協
同
組
合
及
び
農
林
業
を
営
む
組
合
に
対
す
る
控
除
額

　
〔
略
、
現
行
法
人
税
法
第
二
五
条
と
同
内
容
〕

第
二
九
条
　
国
外
所
得
の
課
税

　
二
重
課
税
防
止
の
た
め
の
条
約
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い

て
、
無
制
限
納
税
義
務
者
が
外
国
に
お
い
て
当
該
外
国
に
源
泉
す
る
所
得

（
国
外
所
得
）
に
つ
ぎ
内
国
法
人
税
に
相
当
す
る
税
（
外
国
税
）
を
課
さ
れ

る
と
き
、
確
定
さ
れ
、
納
付
さ
れ
、
か
つ
軽
減
請
求
権
の
認
め
ら
れ
な
い

外
国
税
額
は
．
そ
の
者
に
つ
い
て
、
当
該
国
外
所
得
に
係
る
部
分
の
法
人

税
か
ら
税
額
控
除
す
る
。

ω
　
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
外
国
税
額
控
除
に
代
え
て
、
納
税
義
務
者
の

申
請
に
よ
り
、
そ
の
確
定
さ
れ
、
納
付
さ
れ
．
か
つ
軽
減
請
求
権
の
認
め

ら
れ
な
い
外
国
税
額
は
、
徴
収
を
う
け
る
国
外
所
得
の
計
算
上
、
そ
の
全

部
又
は
一
部
に
つ
い
て
控
除
す
る
。

㈲
　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
物
的
会
社
、
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
相

互
保
険
組
合
又
は
内
国
公
法
人
の
営
利
事
業
（
親
会
社
）
が
明
ら
か
に
事
業

年
度
の
初
め
か
ら
．
こ
の
法
律
の
適
用
領
域
外
に
管
理
支
配
地
及
び
本
店

を
有
す
る
物
的
会
社
（
子
会
社
）
の
額
面
資
本
に
対
し
て
直
接
に
一
〇
％
以

上
資
本
参
加
し
、
当
該
子
会
社
が
第
二
段
に
基
づ
く
事
業
年
度
に
お
い
て

そ
の
粗
収
益
を
も
っ
ば
ら
又
は
ほ
と
ん
ど
も
っ
ば
ら
一
九
七
二
年
九
月
八

日
の
国
際
取
引
税
法
（
切
巷
留
詔
馨
欝
年
一
¢
嵩
邑
第
八
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
活
動
に
よ
り
又
は
同
法
第
八
条

第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
資
本
参
加
に
よ
り
取
得
す
る
場
合
、
親
会
社

の
申
請
に
よ
り
、
子
会
社
が
親
会
社
に
配
当
す
る
利
益
持
分
に
つ
い
て
の

親
会
社
の
法
人
税
額
か
ら
、
子
会
社
が
利
益
に
つ
き
納
付
し
た
税
額
も
ま

た
、
税
額
控
除
す
る
．
子
会
社
が
配
当
を
行
な
っ
た
事
業
年
度
に
つ
い
て

そ
の
子
会
社
の
納
付
し
た
税
額
は
、
子
会
社
の
額
面
資
本
に
対
す
る
親
会

社
の
持
分
を
限
度
と
し
て
、
当
該
税
額
が
子
会
社
の
配
当
可
能
利
益
に
対

す
る
親
会
社
に
係
る
利
益
持
分
の
割
合
に
対
応
す
る
範
囲
に
お
い
て
、
税

額
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
配
当
可
能
利
益
と
は
、
子
会
社
が
配
当
を

行
な
っ
た
事
業
年
度
に
お
け
る
商
法
上
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
利
益
で
、

公
表
準
備
金
を
設
定
又
は
取
り
崩
す
前
の
も
の
を
い
う
。
当
該
税
額
控
除

の
で
き
る
額
は
、
親
会
社
の
所
得
の
計
算
上
そ
の
資
本
参
加
に
係
る
利
益

持
分
に
加
算
す
る
。
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
税
額
控
除
の
で
き
る
税
は
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
税
額
控
除
の
で
き
る
税
〔
を
税
額
控
除
し
た
〕
後
に
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は
じ
め
て
税
額
控
除
し
、
か
つ
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
に
当
り
計
上

し
な
い
。
前
各
段
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

㈲
　
前
項
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
子
会
社
が
発
展
途
上
国
援
助
税
法

に
規
定
す
る
発
展
途
上
国
に
管
理
支
配
地
及
び
本
店
を
有
す
る
と
き
は
、

発
展
途
上
国
へ
の
資
本
投
下
に
よ
る
発
展
援
助
の
給
付
に
対
し
て
同
法
に

基
づ
き
優
遇
措
置
を
請
求
す
る
権
利
の
あ
る
時
期
に
お
い
て
配
当
を
受
け

る
利
益
持
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
税
額
控
除
の
で
き
る
額
が
こ
の
法
律
の

規
定
に
基
づ
ぎ
当
該
取
得
し
た
利
益
持
分
に
係
る
税
額
と
一
致
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
．

㈲
　
親
会
社
が
と
く
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
事
実
を
証
す
る
場

合
に
限
っ
て
、
第
三
項
及
び
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
一
　
子
会
社
が
そ
の
粗
収
益
を
も
っ
ぽ
ら
又
は
ほ
と
ん
ど
も
っ
ば
ら
国

　
　
際
取
引
税
法
第
八
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る

　
　
活
動
に
よ
り
及
び
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
資
本
参

　
　
加
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
を
、
親
会
社
が
適
切
な
資
料
の
提
出
に
よ

　
　
り
証
す
る
こ
と

　
二
　
子
会
社
の
配
当
可
能
利
益
を
、
親
会
社
が
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

　
　
計
算
書
の
提
出
に
よ
り
証
す
る
こ
と
。
管
理
支
配
地
又
は
本
店
の
所

　
　
在
地
国
に
お
い
て
公
認
経
済
検
査
機
関
又
は
類
似
の
機
関
が
所
定
の

　
　
調
査
覚
書
き
又
は
そ
の
他
の
調
査
覚
書
き
を
添
付
し
た
こ
れ
ら
の
資

　
　
料
〔
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
〕
を
、
親
会
社
が
、
要
求
に
よ
り
、

　
　
提
出
す
る
こ
と

　
三
　
税
額
控
除
を
う
け
る
税
の
確
定
及
び
納
付
を
、
親
会
社
が
適
切
な

　
　
資
料
に
よ
り
証
す
る
こ
と

㈲
　
親
会
社
が
．
子
会
社
（
第
三
項
）
を
通
し
て
、
こ
の
法
律
の
適
用
領
域

外
に
管
理
支
配
地
及
び
本
店
を
有
す
る
物
的
会
社
（
孫
会
社
）
に
対
し
て
一

〇
％
以
上
間
接
に
資
本
参
加
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
親
会
社
が

あ
る
事
業
年
度
に
お
い
て
子
会
社
か
ら
利
益
持
分
を
取
得
し
、
か
つ
、
孫

会
社
が
当
該
事
業
年
度
中
の
あ
る
時
期
に
利
益
持
分
を
子
会
社
に
配
当
す

る
と
き
、
親
会
社
の
取
得
し
た
利
益
持
分
の
う
ち
、
孫
会
社
の
利
益
配
当

で
親
会
社
の
間
接
的
資
本
参
加
に
よ
り
親
会
社
に
係
る
も
の
に
相
当
す
る

部
分
に
つ
い
て
は
、
親
会
社
の
申
請
に
よ
り
、
親
会
社
が
こ
の
金
額
の
利

益
持
分
を
直
接
に
孫
会
社
か
ら
取
得
し
た
か
の
よ
う
に
．
税
法
上
取
り
扱

う
。
子
会
社
が
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
一
孫
会
社
の
利
益
持
分
の
ほ
か

に
他
の
収
益
を
取
得
し
た
場
合
、
子
会
社
の
配
当
の
う
ち
、
当
該
利
益
持

分
の
額
を
限
度
と
し
て
、
当
該
利
益
持
分
と
当
該
他
の
収
益
と
の
合
計
額

に
対
す
る
当
該
利
益
持
分
の
割
合
に
対
応
す
る
部
分
に
限
っ
て
、
第
一
段

の
規
定
を
適
用
す
る
。
次
の
各
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
場

合
に
限
っ
て
、
前
二
段
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
　
孫
会
社
が
配
当
を
行
な
っ
た
事
業
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
孫
会
社

が
そ
の
粗
収
益
を
も
っ
ば
ら
又
は
ほ
と
ん
ど
も
っ
ば
ら
国
際
取
引
税

法
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
活
動
に
よ

　
り
又
は
同
法
第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
資
本
参
加
に
よ
り

取
得
す
る
こ
と

　
本
参
加
し
て
い
る
こ
と

一二
　
子
会
社
が
第
三
項
の
要
件
を
満
た
し
て
孫
会
社
の
額
面
資
本
に
資
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三
　
親
会
社
が
当
該
直
接
に
〔
間
接
に
、
の
誤
記
〕
保
有
す
る
持
分
に
つ

　
　
い
て
、
直
接
保
有
持
分
に
関
す
る
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
適

　
　
用
す
る
に
当
り
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
親
会
社
に
課
さ
れ
る
、
一

　
　
切
の
税
法
上
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と

ω
所
得
税
法
第
一
〇
一
条
か
ら
第
一
〇
五
条
ま
で
、
第
一
〇
七
条
、
第

一
〇
八
条
及
び
第
一
一
〇
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
同
法
第
一
〇
五
条
の

規
定
の
適
用
に
当
り
、
国
際
海
上
運
輸
業
に
よ
り
生
ず
る
国
外
所
得
に
つ

い
て
法
人
税
は
課
税
所
得
の
二
八
％
と
す
る
。

第
四
章
法
人
税
負
担
の
調
整
手
続

　
　
　
　
　
　
第
一
節
　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人
及
び
社
団
の
配
当
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
法
人
税
負
担

第
三
〇
条
　
法
人
税
の
引
下
げ
又
は
引
上
げ

　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
物
的
会
社
が
利
益
を
配
当
す
る
と
き
は
、
そ

の
法
人
税
は
、
第
三
一
条
の
規
定
に
よ
り
配
当
に
用
い
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
自
己
資
本
に
つ
い
て
そ
の
者
が
負
っ
た
負
担
（
税
率
負
担
）
と
、
法
人

税
控
除
前
の
利
益
に
三
六
％
の
税
率
を
乗
じ
て
配
当
に
つ
い
て
算
出
さ
れ

る
負
担
（
配
当
負
担
）
と
の
差
額
を
引
下
げ
又
は
引
上
げ
る
．

㈲
　
一
九
七
六
年
一
月
一
日
以
後
に
生
じ
た
内
国
法
人
税
の
負
担
に
限
っ

て
、
前
項
に
規
定
す
る
税
率
負
担
と
す
る
。

⑥
　
配
当
が
会
社
法
上
の
規
定
に
従
っ
た
決
議
に
基
づ
く
場
合
は
、
配
当

の
法
律
効
果
の
生
じ
る
事
業
年
度
の
末
日
を
含
む
査
定
期
間
に
つ
い
て
当

該
引
下
又
は
引
上
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
配
当
が
交
付

さ
れ
た
事
業
年
度
の
末
日
を
含
む
査
定
期
間
に
お
い
て
法
人
税
を
変
更
す

る
。第

一
一
＝
条
　
配
当
に
用
い
た
自
己
資
本

　
自
己
資
本
及
び
そ
の
税
率
負
担
は
第
三
二
条
か
ら
第
四
二
条
ま
で
の
規

定
に
よ
り
計
算
す
る
．

ω
　
法
人
税
を
負
担
し
た
自
己
資
本
内
訳
額
は
、
当
該
負
担
が
低
く
な
る

順
序
に
よ
り
、
配
当
に
用
い
た
も
の
と
み
な
す
．
〔
法
人
税
を
〕
負
担
し
て

い
な
い
内
訳
額
に
つ
い
て
は
、
第
三
三
条
第
二
項
に
掲
げ
る
細
区
分
の
順

序
を
基
準
と
す
る
．
〔
配
当
に
〕
用
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
内
訳
額
の
全

額
は
、
そ
の
〔
内
訳
額
に
係
る
〕
税
率
負
担
か
ら
算
出
す
る
。

⑥
　
当
該
法
人
税
を
引
下
げ
る
金
額
も
ま
た
、
配
当
に
用
い
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
。
法
人
税
を
引
上
げ
る
と
き
は
、
自
己
資
本
の
内
訳
額
は
、
第

三
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
内
訳
額
か
ら
控
除
す
る
引
上

げ
額
を
こ
え
る
範
囲
を
限
度
と
し
て
、
〔
配
当
に
〕
用
い
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
二
条
　
可
処
分
自
己
資
本

　
こ
の
節
に
規
定
す
る
自
己
資
本
と
は
、
第
三
〇
条
の
規
定
に
よ
り
法
人

税
を
変
更
す
る
前
に
算
定
さ
れ
る
事
業
用
財
産
に
つ
い
て
、
税
務
貸
借
対

照
表
の
借
方
の
欄
と
貸
方
の
欄
に
記
載
し
た
事
業
用
財
産
と
の
差
額
を
い

う
。ω

　
自
己
資
本
は
、
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
配
当
に
用
い
う
る
自

己
資
本
（
可
処
分
自
己
資
本
）
と
そ
の
他
の
自
己
資
本
と
に
分
割
す
る
。
可

処
分
自
己
資
本
と
は
、
利
益
分
配
決
議
前
に
終
了
し
た
直
近
の
事
業
年
度

の
末
日
に
算
定
さ
れ
る
自
己
資
本
の
う
ち
、
額
面
資
本
を
こ
え
る
部
分
を
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い
う
。

　
利
益
分
配
決
議
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
代
え
て
利
益

配
当
と
す
る
。

⑥
　
額
面
資
本
が
、
準
備
金
の
組
入
れ
に
よ
り
額
面
資
本
に
繰
り
入
れ
ら

れ
た
額
を
含
み
、
か
つ
、
当
該
準
備
金
が
、
一
九
七
六
年
一
月
一
日
以
後

に
終
了
し
た
事
業
年
度
の
利
益
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
こ
の
部
分
の
自
己
資
本
も
ま
た
、
可
処
分
自
己
資
本
と
す
る
。

第
三
三
条
　
可
処
分
自
己
資
本
の
区
分

　
可
処
分
自
己
資
本
は
、
各
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
そ
の
税
率
負

担
に
応
じ
て
区
分
す
る
。
各
内
訳
額
は
、
前
事
業
年
度
の
区
分
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
算
出
す
る
。
そ
の
区
分
に
お
い
て
は
、
第
三
五
条
の
規
定
の
場
合
を

除
ぎ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
成
立
し
て
い
る
内
訳
額
を
区
別
し

て
記
載
す
る
。

　
一
　
一
九
七
六
年
一
月
一
日
以
後
に
、
法
人
税
を
軽
減
さ
れ
ず
に
課
さ

　
　
れ
た
所
得
部
分

　
二
　
一
九
七
六
年
一
月
一
日
以
後
に
、
軽
減
し
た
法
人
税
を
課
さ
れ
た

　
　
所
得
部
分

　
三
　
資
産
増
加
分
で
、
法
人
税
を
課
さ
れ
な
い
も
の
又
は
一
九
七
五
年

　
　
＝
一
月
三
一
日
以
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
お
い
て
物
的
会
社
の

　
　
自
己
資
本
を
増
額
し
た
も
の

働
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
内
訳
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
細
区
分
す
る
．

　
一
　
一
九
七
六
年
一
月
一
日
以
後
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
お
い
て
国

　
　
外
所
得
か
ら
成
立
し
て
い
る
自
己
資
本
部
分

　
二
　
そ
の
他
の
財
産
増
加
で
、
法
人
税
を
課
さ
れ
ず
、
か
つ
第
三
号
又

　
　
は
第
四
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
も
の

　
三
　
一
九
七
五
年
一
二
月
三
一
日
以
前
に
終
了
し
た
直
近
の
事
業
年
度

　
　
の
末
日
ま
で
に
成
立
し
て
い
る
可
処
分
自
己
資
本

　
四
　
一
九
七
六
年
一
月
一
日
以
後
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
お
い
て
自

　
　
己
資
本
を
増
額
し
た
、
持
分
権
者
の
払
込
み

第
三
四
条
　
所
得
の
計
算
上
控
除
の
で
き
な
い
支
出
の
付
則

　
一
九
七
六
年
一
月
一
日
以
後
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
つ
い
て
所
得
の

計
算
上
控
除
の
で
き
な
い
支
出
は
、
第
三
三
条
に
掲
げ
る
可
処
分
自
己
資

本
の
内
訳
額
を
算
出
す
る
た
め
、
次
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
控
除
す

る
。　

一
　
法
人
税
の
引
上
げ
額
に
係
る
内
訳
額
か
ら
、
当
該
引
上
げ
額
を
控

　
　
除
す
る
。

　
二
　
軽
減
し
た
法
人
税
を
課
さ
れ
る
所
得
部
分
か
ら
、
そ
の
法
人
税
を

　
　
控
除
す
る
。

　
三
　
外
国
税
を
課
さ
れ
る
国
外
所
得
か
ら
、
そ
の
外
国
税
を
控
除
す
る
．

　
四
　
一
九
七
六
年
一
月
一
日
以
後
に
法
人
税
を
軽
減
さ
れ
ず
に
課
さ
れ

　
　
る
所
得
部
分
か
ら
、
そ
の
他
の
控
除
の
で
き
な
い
支
出
を
控
除
す
る
。

③
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
所
得
部
分
が
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
控
除
額

に
満
た
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
こ
れ
に
代
え
て
、
一
九
七
六
年
一
月
一
日

以
後
に
軽
減
法
人
税
を
課
さ
れ
る
所
得
部
分
か
ら
控
除
す
る
．
こ
の
場
合
、

税
率
負
担
が
低
く
な
る
順
序
を
基
準
と
す
る
。
そ
の
他
の
控
除
の
で
き
な
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い
支
出
が
当
該
所
得
部
分
を
も
こ
え
て
い
る
場
合
、
そ
の
差
額
は
．
そ
の

後
の
査
定
期
間
に
生
ず
る
所
得
部
分
に
、
第
二
段
に
定
め
る
順
序
に
よ
り

配
賦
す
る
。

⑥
　
所
得
の
計
算
上
一
九
七
五
年
一
二
月
三
一
目
以
前
に
終
了
し
た
事
業

年
度
に
つ
い
て
控
除
の
で
き
な
い
支
出
で
、
同
日
後
に
終
了
し
た
事
業
年

度
の
事
業
用
財
産
を
減
額
す
る
も
の
は
、
第
三
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規

定
す
る
内
訳
額
か
ら
控
除
す
る
。

第
三
五
条
　
特
定
の
軽
減
負
担
を
う
け
た
自
己
資
本
部
分
の
配
賦

　
〔
法
人
税
の
〕
軽
減
負
担
を
う
け
た
自
己
資
本
部
分
は
、
当
該
法
人
税
が

特
別
の
税
率
に
よ
っ
て
の
み
軽
減
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
分
割
す
る
。

ω
　
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
己
資
本
部
分
を
分
割
す
る
。

　
一
　
そ
の
税
率
負
担
が
配
当
負
担
を
下
ま
わ
る
自
己
資
本
部
分
は
、
配

　
　
当
負
担
の
額
に
よ
り
負
担
を
う
け
た
内
訳
額
と
法
人
税
の
負
担
を
う

　
　
け
な
か
っ
た
内
訳
額
と
に
分
割
す
る
。

　
二
　
そ
の
税
率
負
担
が
配
当
負
担
を
上
ま
わ
る
自
己
資
本
部
分
は
、
配

　
　
当
負
担
の
額
に
よ
り
負
担
を
う
け
た
内
訳
額
と
軽
減
さ
れ
ず
に
法
人

　
　
税
の
負
担
を
う
け
た
内
訳
額
と
に
分
割
す
る
。
所
得
が
軽
減
税
率
を

　
　
適
用
さ
れ
る
と
き
は
、
軽
減
さ
れ
ず
に
法
人
税
の
負
担
を
う
け
た
内

　
　
訳
額
に
代
え
て
、
当
該
軽
減
税
率
を
適
用
し
て
生
ず
る
内
訳
額
と
す

　
　
る
。

⑥
　
そ
の
負
担
に
係
る
内
訳
額
は
、
分
割
さ
れ
る
自
己
資
本
部
分
の
税
率

負
担
か
ら
算
出
す
る
。

㈲
内
訳
額
は
、
次
の
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
生
じ
た
も
の
と

み
な
す
。

　
一
　
配
当
負
担
の
額
に
よ
り
負
担
を
う
け
た
内
訳
額
は
、
一
九
七
六
年

　
　
一
月
一
目
以
後
に
三
六
％
の
法
人
税
を
課
さ
れ
た
所
得
部
分
か
ら
生

　
　
じ
た
も
の
と
み
な
す
。

　
二
　
軽
減
さ
れ
ず
に
法
人
税
の
負
担
を
う
け
た
内
訳
額
は
、
一
九
七
六

　
　
年
一
月
一
日
以
後
に
軽
減
さ
れ
ず
に
法
人
税
を
課
さ
れ
た
所
得
部
分

　
　
か
ら
生
じ
た
も
の
と
み
な
す
。

　
三
　
法
人
税
の
負
担
を
う
け
な
い
内
訳
額
は
、
法
人
税
を
課
さ
れ
な
い

　
　
資
産
増
加
か
ら
生
じ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
六
条
　
可
処
分
自
己
資
本
に
お
け
る
欠
損
の
斜
酌

　
利
益
計
算
に
関
す
る
税
法
上
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
欠
損
は
、
第

三
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
〔
法
人
税
の
〕
負
担
を
う
け
な
い
内
訳

額
の
計
算
上
控
除
す
る
．

㈹
前
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
は
、
そ
の
欠
損
が
後
の
査
定
期
間
に
お
い

て
所
得
の
計
算
上
控
除
さ
れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
加
算
し
て
通
算
す
る
。

当
該
控
除
さ
れ
た
欠
損
が
一
九
七
五
年
一
二
月
三
一
日
以
前
に
終
了
し
た

事
業
年
度
に
お
い
て
生
じ
た
範
囲
に
お
い
て
、
当
該
加
算
は
第
三
三
条
第

二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
訳
額
に
お
い
て
行
な
う
。

第
三
七
条
　
免
除
に
お
け
る
区
分

　
法
人
税
が
租
税
通
則
法
第
二
〇
八
条
の
規
定
に
よ
り
免
除
さ
れ
る
と
き

は
、
そ
の
法
人
税
の
負
担
が
免
除
金
額
と
一
致
す
る
当
該
金
額
は
、
そ
の

〔
法
人
税
の
〕
負
担
を
う
け
た
部
分
の
自
己
資
本
か
ら
控
除
し
、
か
つ
、
第
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三
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
〔
法
人
税
の
〕
負
担
を
う
け
な
い
内
訳

額
と
当
該
免
除
を
う
け
た
法
人
税
額
と
に
加
算
す
る
．
法
人
税
が
国
税
通

則
法
第
一
四
四
条
の
規
定
に
よ
り
低
額
に
確
定
さ
れ
る
と
き
も
、
同
様
と

す
る
。

第
三
八
条
　
可
処
分
自
己
資
本
の
不
足

　
利
益
配
当
が
可
処
分
自
己
資
本
に
満
た
な
い
場
合
．
法
人
税
は
そ
の
差

額
の
9
一
1
6
だ
け
引
上
げ
る
。
第
三
〇
条
第
三
項
を
準
用
す
る
．

ω
　
前
項
に
定
め
る
差
額
及
び
こ
れ
に
係
る
法
人
税
引
上
額
は
．
そ
の
後

の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
第
三
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
訳
額

の
計
算
上
、
新
ら
た
に
生
ず
る
そ
の
他
の
財
産
増
加
額
か
ら
控
除
す
る
。

第
三
九
条
　
支
配
会
社
に
お
け
る
自
己
資
本
の
区
分

　
物
的
会
社
が
第
一
三
条
に
規
定
す
る
支
配
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

利
益
供
出
前
に
従
属
会
社
に
生
じ
て
い
る
財
産
増
加
は
、
当
該
物
的
会
社

の
可
処
分
自
己
資
本
の
内
訳
額
を
計
算
す
る
に
当
り
、
固
有
の
財
産
増
加

と
同
じ
よ
う
に
、
当
該
物
的
会
社
に
帰
属
す
る
。
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
は
、
当
該
物
的
会
社
に
帰
属
し
な
い
も
の
と
す
る
．

　
一
　
従
属
会
社
が
第
一
五
条
の
規
定
に
よ
り
課
税
さ
れ
る
額

　
二
　
従
属
会
社
の
持
分
権
者
が
拠
出
し
た
払
込
み

　
三
　
包
括
承
継
に
よ
り
従
属
会
社
に
移
転
し
た
財
産

第
四
〇
条
　
従
属
会
社
に
お
け
る
自
己
資
本
の
区
分

　
物
的
会
社
が
第
二
二
条
又
は
第
一
六
条
に
規
定
す
る
従
属
会
社
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
第
三
九
条
に
該
当
す
る
場
合
に
支
配
会
社
に
帰
属
す
る

財
産
増
加
は
、
第
二
項
の
規
定
を
除
き
、
当
該
物
的
会
社
の
可
処
分
自
己

資
本
の
計
算
上
、
計
上
し
な
い
。

㈹
　
前
項
に
定
め
る
財
産
増
加
が
当
該
供
出
さ
れ
た
利
益
を
こ
え
る
と
き
、

そ
の
差
額
は
従
属
会
社
に
お
い
て
第
三
三
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る

内
訳
額
に
配
賦
す
る
。
財
産
増
加
が
当
該
供
出
さ
れ
た
利
益
を
下
ま
わ
る

と
き
、
第
一
段
に
定
め
る
内
訳
額
が
他
の
内
訳
額
に
先
だ
ち
用
い
ら
れ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
第
三
一
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。第

四
一
条
　
財
産
の
譲
受
け
に
つ
い
て
の
税
率
負
担

　
物
的
会
社
の
財
産
が
包
括
承
継
に
よ
り
、
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
物

的
会
社
又
は
第
四
六
条
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う

物
的
会
社
に
譲
渡
さ
れ
る
場
合
、
第
三
三
条
か
ら
第
四
〇
条
ま
で
の
規
定

に
よ
り
計
算
さ
れ
る
譲
渡
物
的
会
社
の
自
己
資
本
部
分
は
、
譲
受
法
人
の

こ
れ
に
対
応
す
る
内
訳
額
に
加
算
す
る
．

㈹
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
譲
受
法
人
が
法
人
税
の
課
税
を
う
け

な
い
と
き
は
、
譲
渡
物
的
会
社
の
移
転
し
た
可
処
分
自
己
資
本
は
、
第
三

三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
訳
額
に
加
算
す
る
。

第
四
二
条
　
持
分
の
譲
渡
後
に
お
け
る
可
処
分
自
己
資
本
の
区
分

　
〔
略
〕

第
四
三
条
　
法
人
税
引
上
げ
の
例
外

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
範
囲
に
お
い
て
は
、
第
三
〇
条
の
規
定
に
よ
る
法

人
税
の
引
上
げ
は
行
な
わ
れ
な
い
．

　
一
　
第
三
三
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
訳
額
が
、
配
当
に
用
い

　
　
ら
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
範
囲
．
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二
　
法
人
税
の
課
税
を
う
け
な
い
物
的
会
社
が
、
無
制
限
納
税
義
務
を

　
　
負
う
持
分
権
者
で
法
人
税
の
課
税
を
う
け
な
い
者
に
対
し
て
、
又
は

　
　
公
法
人
に
対
し
て
利
益
配
当
を
行
な
う
範
囲
．
そ
の
持
分
権
者
は
．

　
　
公
法
人
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
税
務
署
の
発
行
す
る
証
明
書
に
よ
り

　
　
当
該
配
当
物
的
会
社
に
対
し
て
自
己
の
非
課
税
た
る
こ
と
を
証
す
る

　
　
義
務
を
負
う
．

　
利
益
持
分
が
、
納
税
義
務
を
負
う
収
益
事
業
又
は
非
課
税
で
な
い
〔
公

法
人
の
〕
営
利
事
業
に
お
い
て
保
有
さ
れ
る
持
分
に
か
か
る
範
囲
に
お
い

て
、
第
二
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
．

第
四
四
条
　
そ
の
他
の
給
付

　
物
的
会
社
が
、
受
領
者
に
つ
い
て
所
得
税
法
第
五
五
条
第
一
項
第
一
号

又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
収
入
と
な
る
そ
の
他
の
給
付
を
行
な
う
場
合
、

第
三
〇
条
か
ら
第
四
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ω
　
当
該
給
付
が
額
面
資
本
の
払
戻
し
で
あ
る
と
き
は
、
可
処
分
自
己
資

本
で
あ
る
部
分
の
額
面
資
本
が
、
ま
ず
そ
の
払
戻
し
に
用
い
ら
れ
た
も
の

と
み
な
す
．

⑥
　
額
面
資
本
が
準
備
金
の
組
入
れ
に
よ
り
増
加
す
る
と
き
、
一
九
七
六

年
一
月
一
日
以
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
の
利
益
か
ら
積
立
て
ら
れ
た
準

備
金
が
、
そ
の
他
の
準
備
金
に
先
だ
っ
て
、
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
み

な
す
。

第
四
五
条
　
非
課
税
の
譲
受
人
へ
の
財
産
譲
渡
に
お
け
る
法
人
税
の
引
下
聯

　
　
　
　
　
げ
と
引
上
げ

　
物
的
会
社
の
財
産
が
包
括
承
継
に
ょ
り
、
無
制
限
納
税
義
務
を
物
的
会

社
、
社
団
若
し
く
は
財
団
で
法
人
税
の
課
税
を
う
け
な
い
も
の
に
、
又
は

公
法
人
に
譲
渡
さ
れ
る
場
合
に
は
、
法
人
税
は
、
可
処
分
自
己
資
本
が
当

該
財
産
の
譲
渡
時
に
配
当
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
き
、
第

三
〇
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
を
引
下
げ
又
は
引
上
げ
る
。

㈹
　
法
人
税
は
、
次
の
第
一
号
の
規
定
の
場
合
に
は
、
第
二
号
の
規
定
の

範
囲
に
お
い
て
、
引
上
げ
な
い
．

　
一
　
第
四
三
条
の
規
定
の
場
合

　
二
　
可
処
分
自
己
資
本
が
、
一
九
七
五
年
一
二
月
三
一
日
以
前
に
終
了

　
　
し
た
事
業
年
度
に
お
い
て
そ
の
可
処
分
自
己
資
本
を
増
加
し
た
財
産

　
　
増
加
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
範
囲

第
四
六
条
　
そ
の
他
の
法
人
に
お
け
る
法
人
税
の
引
上
げ
と
引
下
げ

　
受
領
者
に
つ
い
て
所
得
税
法
第
五
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に

規
定
す
る
収
入
と
な
る
給
付
を
行
な
い
、
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人

で
、
物
的
会
社
で
な
い
者
に
つ
い
て
、
第
三
〇
条
か
ら
第
四
五
条
ま
で
の

規
定
を
準
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
第
二
節
証
明
書
及
び
分
離
確
認

第
四
七
条
　
証
明
書

　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
法
人
又
は
社
団
は
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び

第
五
項
の
規
定
を
除
き
、
所
得
税
法
第
五
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す

る
持
分
権
者
の
請
求
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
に
つ
い
て
そ
の

者
に
証
明
書
を
交
付
す
る
義
務
を
負
う
．

　
一
　
持
分
権
者
に
つ
い
て
所
得
税
法
第
五
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第

　
　
二
号
に
規
定
す
る
収
入
と
な
る
給
付
額
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二
　
支
払
日

　
三
　
所
得
税
法
第
一
二
四
条
第
二
項
第
二
号
・
第
一
段
の
規
定
に
よ
り

　
　
税
額
控
除
の
で
き
る
法
人
税
に
つ
い
て
そ
の
額
、
又
は
第
一
号
に
掲

　
　
げ
る
収
入
の
百
分
率

　
四
　
第
五
三
条
に
規
定
す
る
還
付
さ
れ
る
べ
き
法
人
税
の
額
。
個
別
の

　
　
株
式
、
持
分
又
は
享
益
証
券
に
関
す
る
記
載
で
足
り
る
。

　
五
　
第
三
三
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
配
当
に
用
い
た
と
み
な
さ

　
　
れ
る
自
己
資
本
が
持
分
権
者
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
範
囲
に
お
い
て
、

　
　
そ
の
自
己
資
本
の
額
。
た
だ
し
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
額
で
、
第
四

　
　
二
条
に
規
定
す
る
払
込
み
の
払
戻
し
と
み
な
さ
れ
る
も
の
は
、
区
分

　
　
し
て
記
載
す
る
。

ω
　
法
人
の
納
付
が
利
益
配
当
証
券
の
呈
示
を
要
件
と
し
、
か
つ
そ
の
給

付
が
当
該
法
人
の
計
算
に
お
い
て
金
融
機
関
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
場
合
、

当
該
金
融
機
関
は
、
第
四
二
条
の
規
定
の
場
合
を
徐
き
、
当
該
法
人
に
代

り
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
証
明
書
を
持
分
権
者
に
交
付
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
持
分
権
者
が
、
当
該
金
融
機
関
が
記
載
事
項

に
つ
い
て
証
明
書
を
交
付
し
な
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
範
囲
に
限
っ
て
、

当
該
法
人
は
記
載
事
項
に
つ
い
て
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

⑬
　
利
益
配
当
証
券
が
株
券
を
伴
わ
ず
に
換
金
す
る
た
め
に
呈
示
さ
れ
る

場
合
、
自
己
の
計
算
に
お
い
て
そ
の
換
金
を
申
請
す
る
も
の
が
所
得
税
法

第
五
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
持
分
権
者
で
あ
る
こ
と
を
証
し
な

い
と
き
、
当
該
証
明
書
は
こ
れ
に
対
応
す
る
事
項
を
記
入
す
る
。

㈲
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
は
、
付
与
し
な
い
．

　
一
　
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
も
の
と
記
入
さ
れ
た
利
益
配

　
　
当
証
券
が
、
換
金
の
た
め
に
呈
示
さ
れ
る
場
合

　
二
　
協
同
組
合
が
、
所
得
税
法
第
二
二
〇
条
の
規
定
に
よ
る
法
人
税
の

　
　
一
括
還
付
申
請
を
行
な
う
場
合

㈲
利
益
配
当
証
券
の
第
一
回
譲
渡
を
証
す
る
た
め
、
持
分
権
者
は
、
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
に
代
え
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
す
べ
て
の
事
項
を
記
載
し
た
、
国
内
の
金
融
機
関
又
は
公
証
人
に
よ
る

証
明
書
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

俗発
行
す
る
と
き
、

号
を
記
入
す
る
。

第
四
八
条
　
課
税
基
礎
の
分
離
確
認

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
課
税
基
礎
は
、
分
離
し
て
確
認
す
る
。

　
一
　
可
処
分
自
己
資
本
の
う
ち
、
第
三
三
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
す
る

　
　
当
該
利
益
配
当
証
券
の
譲
渡
人
の
氏
名
及
び
宛
先

　
　
当
該
利
益
配
当
証
券
に
つ
い
て
、
そ
の
有
価
証
券
記
号
と
番
号

　
　
当
該
譲
渡
日

　
　
譲
渡
価
格

　
　
当
該
利
益
配
当
証
券
が
国
内
の
金
融
機
関
の
代
理
人
又
は
公
証
人

　
の
面
前
に
お
い
て
、
そ
の
利
益
配
当
証
券
及
び
更
改
証
券
を
綴
じ
た

　
台
帳
か
ら
除
外
し
、
か
つ
譲
渡
済
み
と
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
、

　
確
認

　
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
又
は
前
項
に
規
定
す
る
証
明
書
を
複
数

　
　
　
　
　
　
二
枚
目
の
書
類
及
び
そ
れ
以
降
の
発
行
証
書
自
体
に
番

一二三四五
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内
訳
額

二
　
第
三
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
額
面
資
本
の
う
ち
、
配
当
に
用
い

　
う
る
額

三
　
第
三
三
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
訳
額
の
う
ち
、
第
四
二

　
条
第
三
項
第
二
段
の
規
定
に
よ
り
分
離
し
て
記
載
さ
る
べ
き
額

第
五
章
　
租
税
の
成
立
、
査
定
、
徴
収
及
び
還
付

第
四
九
条
　
租
税
の
成
立

　
租
税
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
時

に
成
立
す
る
．

　
一
　
査
定
税
に
つ
い
て
、
査
定
期
間
の
経
過
の
時

　
二
　
予
定
納
税
に
つ
い
て
、
予
定
納
税
を
納
付
す
べ
き
暦
年
の
各
四
半

　
　
期
の
初
日
、
又
は
納
税
義
務
が
暦
年
の
各
四
半
期
中
に
は
じ
め
て
原

　
　
因
が
生
じ
る
と
き
に
は
そ
の
納
税
義
務
の
原
因
発
生
の
時

　
三
　
源
泉
徴
収
税
に
よ
り
弁
済
す
る
場
合
に
は
，
源
泉
徴
収
義
務
を
負

　
　
う
所
得
が
流
入
す
る
時

第
五
〇
条
　
法
人
税
の
査
定
と
徴
収

　
法
人
税
の
査
定
並
び
に
法
人
税
の
税
額
控
除
、
納
付
及
び
還
付
に
つ
い

て
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
所
得
税
に
適
用
す
る
規
定

を
準
用
す
る
．

㈹
　
暦
年
と
異
な
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
の
予
定
納
税
が
査

定
期
間
の
末
目
を
含
む
当
該
事
業
年
度
中
に
納
付
済
み
で
あ
る
と
き
に
は
、

所
得
税
法
第
一
二
七
条
第
一
項
第
一
段
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
五
繭
条
　
〔
資
本
収
益
に
対
す
る
〕
源
泉
徴
収
税
の
特
則

　
所
得
税
法
第
一
五
五
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
一
六
一
条
の
規
定
は
、

住
所
又
は
居
所
を
そ
れ
ぞ
れ
管
理
支
配
地
又
は
本
店
と
読
み
替
え
て
、
法

人
、
社
団
及
び
財
団
に
適
用
す
る
。

ω
　
源
泉
徴
収
税
を
課
さ
れ
る
所
得
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
、
法
人
税
の
査
定
に
当
り
算
入
し
な
い
．

　
一
　
所
得
税
法
第
一
五
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
資
本
収
益
に

　
　
係
る
場
合

　
二
　
〔
所
得
の
〕
取
得
者
が
制
限
納
税
義
務
を
負
い
、
か
つ
、
当
該
所
得

　
　
が
国
内
の
恒
久
的
施
設
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
な
い
場
合

　
三
　
当
該
所
得
が
第
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
非
課
税
規
定

　
　
の
適
用
を
う
け
な
い
場
合

⑥
　
〔
法
人
税
の
〕
査
定
に
当
り
算
入
さ
れ
な
い
所
得
に
係
る
法
人
税
は
、

当
該
源
泉
微
収
税
に
よ
っ
て
弁
済
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
一
　
〔
当
該
資
本
収
益
の
〕
債
務
者
が
当
該
源
泉
徴
収
し
た
資
本
収
益
税

　
　
を
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
（
ぎ
警
ぼ
§
誓
岩
邑
納
付
し
て

　
　
い
な
い
こ
と
を
〔
当
該
資
本
収
益
の
〕
債
権
者
が
知
り
、
か
つ
、
こ
の

　
　
こ
と
を
遅
滞
な
く
税
務
署
に
通
知
し
な
い
場
合

　
二
　
第
三
〇
条
に
規
定
す
る
配
当
負
担
が
調
整
さ
れ
〔
徴
収
さ
れ
る
〕
場

　
　
合

第
五
二
条
　
税
額
控
除
の
適
用
除
外

　
持
分
権
者
が
所
得
税
法
第
五
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
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号
に
規
定
す
る
収
入
に
つ
い
て
納
税
義
務
を
負
わ
な
い
と
ぎ
、
又
は
当
該

収
入
が
第
五
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
査
定
に
当
り
算
入
さ
れ
な
い
と

き
、
所
得
税
法
第
一
二
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
五
三
条
引
上
げ
額
の
還
付

　
第
三
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
自
己
資
本
が
配
当
又
は
そ
の
他

の
給
付
の
た
め
用
い
ら
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
第
五
二
条
の

規
定
に
よ
り
税
額
控
除
さ
れ
る
法
人
税
が
第
三
〇
条
の
規
定
に
よ
り
引
上

げ
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
当
該
法
人
税
は
、
申
請
に
よ
り
、
無
制
限
納

税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
で
法
人
税
の
課
税
を
う
け
な
い
も
の
に
対
し
、

及
び
公
法
人
に
対
し
還
付
す
る
。

㈲
　
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
法
人
税
に
つ
き
制
限
納
税
義
務
を
負

う
持
分
権
者
に
つ
い
て
、
第
三
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
自
己
資

本
が
配
当
又
は
そ
の
他
の
給
付
の
た
め
用
い
ら
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
法
人
税
が
引
上
げ
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て
も
、
当
該
法
人
税
が

還
付
さ
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
．

⑥
　
申
請
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
事
項
を
当
該
各
号
に
掲
げ

る
証
明
書
に
よ
り
証
す
る
場
合
に
限
っ
て
、
還
付
す
る
。

　
一
　
申
請
者
の
収
入
額
及
び
こ
の
者
に
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
さ

　
　
れ
る
法
人
税
を
、
第
四
七
条
に
規
定
す
る
証
明
書
に
よ
り

　
二
　
申
請
人
が
法
人
税
の
課
税
を
う
け
な
い
こ
と
を
、
税
務
署
の
発
行

　
　
す
る
証
明
書
に
よ
り

　
三
　
申
請
者
の
本
店
及
び
管
理
支
配
地
の
国
外
所
在
地
を
、
外
国
租
税

　
　
行
政
庁
の
発
行
す
る
証
明
書
に
よ
り

㈲
　
還
付
に
つ
い
て
は
、
連
邦
国
税
局
の
所
轄
と
す
る
．

㈲
　
株
式
会
社
又
は
投
資
会
社
の
申
請
に
よ
り
、
連
邦
国
税
局
は
、
一
株

又
は
一
持
分
権
証
に
つ
い
て
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
還
付

さ
れ
る
法
人
税
の
額
を
毎
年
一
回
公
表
す
る
．
そ
の
範
囲
に
お
い
て
、
当

該
公
表
を
、
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
立
証
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

㈲
　
配
当
又
は
そ
の
他
の
給
付
が
、
非
課
税
持
分
権
者
が
納
税
義
務
を
負

う
収
益
事
業
に
お
い
て
、
若
し
く
は
公
法
人
が
納
税
義
務
を
負
う
営
利
事

業
に
お
い
て
、
又
は
制
限
納
税
義
務
を
負
う
持
分
権
者
が
国
内
の
恒
久
的

施
設
に
お
い
て
保
有
す
る
持
分
に
係
る
も
の
で
あ
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、

第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
．

第
六
章
授
権
規
定
及
び
終
結
規
定

第
五
四
条
　
授
　
　
権

　
連
邦
政
府
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
、
連
邦
参
議
院
の
同
意
を

え
て
法
規
命
令
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
授
権
さ
れ
る
．

　
一
　
課
税
の
平
等
を
確
保
す
る
た
め
、
苛
酷
な
場
合
に
お
け
る
不
衡
平

　
　
を
除
去
す
る
た
め
、
及
び
課
税
手
続
を
簡
素
に
す
る
た
め
、
第
五
条

　
　
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
非
課
税
者
の
範
囲
を
詳

　
　
細
に
定
め
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
邦
政
府
は
次
に
掲
げ

　
　
る
事
項
に
関
す
る
規
定
を
発
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
イ
　
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
．
次
に
掲
げ

　
　
　
る
と
き
に
限
り
非
課
税
と
す
る
規
定

　
　
　
①
　
受
領
者
が
主
に
（
警
。
毫
居
①
且
）
企
業
家
又
は
そ
の
親
族
、
会
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社
の
場
合
に
は
社
員
又
ば
そ
の
親
族
か
ら
成
っ
て
い
な
い
と
ぎ

②
　
受
領
者
が
請
求
権
を
有
す
る
金
庫
に
つ
い
て
は
当
該
請
求
権

　
が
、
受
領
者
が
請
求
権
を
有
し
な
い
金
庫
に
つ
い
て
は
当
該
経

　
常
的
給
付
（
旨
冨
段
。
呂
雪
国
器
。
・
毘
畠
ε
夷
琶
が
、
社
会
的

　
施
設
と
し
て
の
金
庫
の
制
度
に
適
合
す
る
一
定
の
額
を
こ
え
な

　
　
い
と
き

③
　
当
該
金
庫
が
解
散
す
る
と
き
そ
の
財
産
が
定
款
の
定
め
る
と

　
　
こ
ろ
に
よ
り
社
会
的
目
的
に
だ
け
用
い
て
よ
い
と
き

④
　
権
利
能
力
を
有
す
る
年
金
金
庫
、
埋
葬
料
積
立
金
庫
及
び
疾

　
病
金
庫
が
、
保
険
監
督
を
う
け
る
と
き

⑤
　
権
利
能
力
を
有
す
る
共
済
金
庫
の
場
合
に
、
受
領
者
が
経
常

　
的
負
担
金
又
は
分
担
金
の
支
払
い
義
務
を
負
わ
ず
．
か
つ
、
受

　
領
者
又
は
企
業
若
し
く
は
官
署
の
使
用
人
代
表
が
当
該
金
庫
に

　
流
入
す
る
金
額
の
管
理
に
つ
い
て
助
言
し
て
協
力
す
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
と
き

ロ
　
第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ

る
事
項
に
関
し
て
規
定
を
発
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

①
　
非
課
税
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
保
険
料
収
入
の
額
に
関
し
て
、

②
　
当
該
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
事
業
を
埋
葬
料
保
険
に
限
定
し

　
　
て
い
る
相
互
保
険
組
合
に
つ
い
て
、
埋
葬
料
金
の
額
が
合
計
し

　
　
て
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
課
税
を
う
け
な
い
埋

　
葬
料
積
立
金
庫
の
給
付
額
を
こ
え
な
い
場
合
、
及
び
当
該
組
合

　
が
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
も
社
会
的
施
設
で
あ
る
場
合
に
も
、

　
　
保
険
料
収
入
の
額
に
か
か
わ
ら
ず
非
課
税
を
認
め
る
。

　
　
崩
す
要
の
な
い
少
額
の
保
険
料
を
被
保
険
者
に
対
し
て
交
付
す
る

　
　
た
め
不
当
に
高
額
の
管
理
費
が
必
要
と
な
る
場
合
に
お
け
る
、
そ

　
　
の
少
額
に
関
し
て

　
　
げ
に
関
し
て

　
　
経
済
財
の
取
得
又
は
製
造
及
び
設
備
資
産
で
あ
る
償
却
の
で
き
る

　
　
固
定
的
経
済
財
の
製
造
に
つ
い
て
（
鼠
＞
霧
。
冨
筒
彗
の
a
霞
国
串

　
　
箸
①
目
巨
α
q
く
g
9
葺
暮
昏
導
o
口
び
。
≦
①
α
q
属
＆
聲
μ
＆
げ
ω
一
頃
Φ
毎
審
一
置
5
0
q

　
　
＜
8
賢
ぎ
暮
N
冨
冨
昌
仁
昌
。
≦
o
o
q
一
一
昌
魯
ミ
凶
客
の
o
富
津
詔
蓉
①
旨
q
o
・
＞
ロ
ー

　
　
一
轟
。
奉
毒
鼠
Φ
邑
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
取
得
又
は
製
造
の
査
定

　
　
期
間
に
つ
い
て
の
法
人
税
の
控
除
は
、
当
該
経
済
財
の
取
得
費
又

　
　
は
製
造
原
価
の
七
・
五
％
を
限
度
と
し
て
こ
れ
を
行
な
う
。
所
得

　
　
税
法
第
一
九
一
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
準
備
す
る
。

　
　
の
規
定
に
よ
る
景
気
変
動
引
当
金
を
設
定
し
て
い
な
い
相
互
保
険

　
　
組
合
は
、
欠
損
年
度
の
不
足
額
を
通
算
す
る
た
め
、
税
法
上
の
利

　
　
益
の
勘
定
に
、
私
的
保
険
事
業
者
の
監
督
に
関
す
る
法
律
第
三
七

　
　
条
の
規
定
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
欠
損
準
備
金
の
額
を
繰
り
入
れ
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
。

イ
　
第
二
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
払
戻
し
引
当
金
を
取

二
　
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
規
定
を
発
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ロ
　
第
二
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
税
の
引
下
げ
又
は
引
上

　
ハ
　
当
該
規
定
に
基
づ
き
、
設
備
資
産
で
あ
る
償
却
の
で
き
る
動
的

　
二
　
当
該
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
的
意
義
が
少
な
い
た
め
第
二
一
条
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働
　
連
邦
大
蔵
大
臣
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
権
限
を
委
ね
る
。

　
一
　
州
最
高
財
務
官
庁
の
了
解
を
え
て
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
を

　
　
定
め
る
権
限

　
　
イ
　
第
四
七
条
に
規
定
す
る
証
明
書

　
　
ロ
　
第
四
八
条
に
規
定
す
る
分
離
確
認
申
告
書

　
二
　
こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
の
施
行
令
の
文
言
を
、
新
し
い
日
付
の

　
　
現
行
法
文
に
お
い
て
、
新
し
い
見
出
し
及
び
新
し
い
条
文
の
配
列
に

　
　
よ
り
公
告
し
、
か
つ
文
言
の
食
い
違
い
を
除
去
す
る
権
限

第
五
五
条
　
終
結
規
定

　
こ
の
法
律
は
、
次
項
以
下
に
お
い
て
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
一
九

七
六
年
一
月
一
日
に
始
ま
る
査
定
期
間
か
ら
適
用
す
る
。

ω
　
利
益
計
算
に
関
す
る
規
定
は
、
一
九
七
六
年
一
月
一
日
以
後
に
始
ま

る
事
業
年
度
か
ら
適
用
す
る
．

⑥
　
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
物
的
会
社
が
、
一
九
七
五
年
一
二
旦
一
二

日
以
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
の
利
益
を
、
一
九
七
六
年
一
月
一
日
以
後

に
、
会
社
法
上
の
規
定
に
よ
り
利
益
分
配
決
議
に
基
づ
き
配
当
す
る
場
合
、

当
該
配
当
を
行
な
う
事
業
年
度
の
末
日
を
含
む
査
定
期
間
に
つ
い
て
、
法

人
税
を
第
三
〇
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
上
げ
る
。
現
金
配
当
に
係
る
法
人

税
で
配
当
負
担
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
現
金
配
当
を
、
一
九
六
九
年
一

〇
月
一
三
日
の
文
言
に
お
け
る
法
人
税
法
（
ω
目
山
①
茜
§
詩
耳
一
ψ
一
。。
§

第
一
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
適
格
配
当
（
ぎ
急
。
寄
一
畠
凝
琶
鴨
旨
試
鴨

＞
毯
魯
ま
ε
畠
8
）
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。
第
一
段
前
半
の
規
定
は
、

第
四
六
条
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

㈲
　
第
四
八
条
に
規
定
す
る
課
税
基
礎
の
分
離
確
認
は
、
一
九
七
五
年
一

二
月
一
三
日
以
前
に
終
了
す
る
直
近
の
事
業
年
度
の
末
日
に
初
め
て
行
な

う
。第

五
六
条
　
ベ
ル
リ
ン
条
項

　
こ
の
法
律
は
、
一
九
五
二
年
一
月
四
日
の
第
三
次
過
渡
期
法
（
ω
琶
号
甲

鴨
路
琶
」
¢
一
）
第
二
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
ベ
ル
リ
ン
地
区
に

お
い
て
も
適
用
す
る
。
こ
の
法
律
に
基
づ
ぎ
発
布
さ
れ
る
法
規
命
令
は
、

同
法
第
一
四
条
の
規
定
に
よ
り
ベ
ル
リ
ン
地
区
に
適
用
す
る
。
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